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一
、
問
題
の
所
在

　

平
安
前
期
、
殊
に
仁
明
朝
以
後
天
皇
主
催
の
詩
宴
は
、
内
宴
・
重
陽
宴
が
中
心

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
仁
明
朝
で
は
、
天
皇
主
催
の
詩
宴
は
、
三
十
二
回
開
か
れ

て
い
る
が
、
内
宴
十
四
回
、
重
陽
宴
十
四
回
で
あ
り
、
詩
宴
の
九
割
近
く
が
こ
の

二
つ
に
な
る
。
ま
た
、
清
和
朝
で
も
、
二
十
五
回
中
内
宴
十
回
、
重
陽
宴
八
回
と

や
は
り
こ
の
二
つ
に
収
斂
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
数
値
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
平
安
前
期
の
詩
宴
が
、
内
宴
・
重
陽
宴
の
二
つ
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

仁
和
元
年
五
月
二
十
五
日
（『
帝
王
編
年
紀
』）
に
藤
原
基
経
が
献
上
し
た
と
さ

れ
る
『
年
中
行
事
障
子
』
は
、「
共
通
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
固
定
化
さ
れ
た
年

中
行
事
＝
公
事
」
で
「
天
皇
を
中
心
と
し
た
宮
廷
貴
族
の
共
通
規 
範 
」
と
な
る
行

（
１
）

事
を
載
せ
る
。
こ
の
『
年
中
行
事
障
子
』
に
記
さ
れ
る
詩
宴
が
、
内
宴
と
重
陽
宴

の
二
つ
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
は
、
公
事
と
し
て
認
識
さ
れ
た
詩
宴

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
主
催
の
詩
宴
が
そ
こ
に
収
斂
す
る
の
は
、
こ
の
た
め
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
詩
宴
が
特
別
な
の
は
、
詩
題
の
書
式
に
も
窺
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
詩
題
に
「
侍
宴
」（
侍
＋
詩
宴
名
）
と
記
さ
れ
る
の
は
、
内
宴
・
重
陽
宴

の
み
で
あ
り
、
他
の
詩
宴
に
は
、「
侍
宴
」
の
語
は
記
さ
れ
な
い
の
で
あ 
る 
。

（
２
）

　

公
事
と
し
て
の
詩
宴
で
、
詩
題
に
「
侍
宴
」
と
記
さ
れ
る
も
の
を
〈
公
宴
〉、

そ
れ
以
外
を
〈
密
宴
〉
と
称
せ
ば
、
天
皇
主
催
の
宮
廷
詩
宴
は
、〈
公
宴
〉
と
〈
密

宴
〉
で
構
成
さ
れ
、
仁
明
朝
以
後
は
、
ほ
ぼ
〈
公
宴
〉
に
収
斂
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。〈
公
宴
〉
は
公
事
で
あ
る
以
上
、
支
障
が
な
い
限
り
開
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
先
に
仁
明
朝
・
清
和
朝
の
数
値
を
上
げ
た
が
、
詩
才
の
聞
こ
え
な
い
陽
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旨

村
上
朝
の
文
壇
に
つ
い
て
、〈
公
宴
〉〈
密
宴
〉
か
ら
な
る
宮
廷
詩
宴
を
軸
に
考
察
を
加

え
た
。
村
上
朝
は
、
前
代
の
醍
醐
朱
雀
朝
か
ら
引
き
続
き
、〈
公
宴
〉
の
危
機
的
状
況

で
あ
っ
た
が
、
重
陽
宴
の
残
菊
宴
と
し
て
の
再
興
、
内
宴
の
二
月
開
催
、
花
宴
の
公
事

化
に
よ
っ
て
、
そ
の
危
機
を
抜
け
出
し
た
。
こ
の
時
代
は
、〈
公
宴
〉
の
再
興
期
と
位

置
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
花
宴
の
〈
密
宴
〉
的
性
格
や
、
村
上
朝
後
半
の
〈
密
宴
〉

の
頻
繁
な
開
催
は
、〈
公
宴
〉
の
意
義
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
で

は
、
如
上
の
内
容
を
、〈
公
宴
〉
の
停
止
理
由
、〈
密
宴
〉
の
献
詩
者
、〈
公
宴
〉
の
停

止
と
〈
密
宴
〉
の
関
係
、
花
宴
の
性
格
、
御
製
の
存
在
、
な
ど
の
視
点
か
ら
論
じ
た
。
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成
天
皇
で
す
ら
、
内
宴
と
重
陽
宴
を
開
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、〈
公

宴
〉
の
開
催
が
、
天
皇
の
詩
才
・
好
文
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。〈
公

宴
〉
は
、
単
な
る
文
芸
作
品
生
成
の
場
で
は
な
く
、『
年
中
行
事
障
子
』
に
収
載

さ
れ
る
よ
う
に
公
事
で
あ
り
、
政
事
の
一
環
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。〈
公

宴
〉
は
、
恒
例
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
儀
式
で
あ
っ
て
、
天
皇
と
臣
下

の
間
の
秩
序
を
視
覚
的
に
確
認
さ
せ
、
そ
の
紐
帯
を
強
化
す
る
場
と
し
て
あ
っ
た
。

そ
れ
を
、
献
詩
者
（
＝
文
人
）
が
詠
む
、
天
皇
を
讃
美
す
る
漢
詩
に
よ
っ
て
成
し

遂
げ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
単
に
文
芸
作
品
で
あ
る
漢
詩
を
制
作
・
鑑
賞
す
る

の
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、〈
密
宴
〉
は
異
な
る
。〈
密
宴
〉
に
は
〈
公

宴
〉
の
よ
う
な
開
催
規
定
は
な
く
、
天
皇
の
意
志
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
も
、〈
公
宴
〉
と
は
異
な
り
、
文
芸
作
品
制
作
・
鑑
賞
の
場
と
し
て

の
性
格
が
強
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
天
皇
が
好
文
で
あ
る

か
否
か
は
、〈
公
宴
〉
で
は
な
く
〈
密
宴
〉
か
ら
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。〈
公

宴
〉
は
公
事
と
し
て
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、〈
密
宴
〉
は
天

皇
の
意
志
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
種
類
の
詩
宴
は
区
別
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

宇
多
朝
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う 
に 
、〈
公
宴
〉
だ
け
で
な
く
〈
密
宴
〉
も

（
３
）

頻
繁
に
開
催
さ
れ
た
時
代
で
、
天
皇
の
意
志
に
よ
る
詩
作
の
場
が
増
大
し
て
い
た
。

宇
多
の
〈
密
宴
〉
は
、
近
臣
・
近
親
が
参
集
す
る
場
で
、
私
的
詩
宴
と
い
う
に
相

応
し
い
場
で
あ
っ
た
。
但
し
、
こ
の
〈
密
宴
〉
で
は
、
詩
才
の
な
い
官
人
も
詩
を

献
じ
て
お
り
、
文
芸
性
の
面
で
は
疑
問
符
が
付
く
。

　

醍
醐
朝
に
入
る
と
、
宇
多
朝
の
特
徴
で
あ
っ
た
〈
密
宴
〉
が
減
少
し
、
ほ
ぼ

〈
公
宴
〉
の
み
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宇
多
朝
の
特
殊
性

を
証
す
で
あ
ろ
う
し
、
天
皇
の
文
壇
は
、〈
公
宴
〉
が
軸
と
な
る
こ
と
を
示
し
て

い
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
醍
醐
朝
の
後
半
か
ら
朱
雀
朝
は
、〈
公
宴
〉
に
と
っ
て

危
機
的
状
況
で
あ
っ
た
。
醍
醐
朱
雀
朝
の
宮
廷
詩
宴
を
一
覧
す
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。 

年
次

寛
平
９

昌
泰
１23

延
喜
１23456789

　
10

　
11

　
12

　
13

内　
　
　

宴

○○○○○○○○○○×
（
諸
国
衰
損
）

○×○○

重　

陽　

宴

○○○○○○○○×
（
皇
女
卒
）

○○×
（
諸
国
衰
損
）

×
（
洪
水
）

×
（
諸
国
旱
損
）

○○×
（
諸
国
損
田
並

　
 
び
に
風
水
害
）

密　
　
　

宴

８
/　
15

１
/

1
/
3

１
/
３
、
９
/　
１０

9
/　
28

２
/

9
/　
13

3
/
9

備　
　
　

考

７
/　

即
位
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醍
醐
朝
前
半
は
、
ほ
ぼ
毎
年
〈
公
宴
〉
が
開
か
れ
て
い
る
。
停
止
の
場
合
も
、

「
諸
国
衰
損
」
な
ど
の
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
、〈
密
宴
〉
の
数
は
決
し
て
多
く

な
く
、〈
公
宴
〉
に
収
斂
し
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
醍
醐
朝
後
半
以
降
、

停
止
あ
る
い
は
記
録
無
し
の
年
が
か
な
り
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
は
、
例

え
ば
「
諸
国
衰
損
」「
疫
病
」
に
よ
る
停
止
も
あ
っ
た
し
、
菅
原
道
真
の
怨
霊
に

よ
る
と
喧
伝
さ
れ
た
、
皇
太
子
保
明
親
王
（
延
喜
二
十
三
年
三
月
二
十
一
日
）・

皇
太
孫
慶
頼
王
（
延
長
三
年
六
月
十
九
日
）
の
相
次
ぐ
死
に
象
徴
さ
れ
る
政
情
不

安
も
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
醍
醐
天
皇
は
、
延
長
八
年
九
月
二
十
二
日
に
譲

位
、
同
月
二
十
九
日
に
崩
御
し
た
（『
日
本
紀
略
』
な
ど
）。
そ
の
た
め
九
月
は
忌

月
と
な
り
、「
延
長
九
年
以
後
、
康
保
以
往
、
御
忌
月
に
依
り
て
こ
れ
を
停
む
」

　
14

　
15

　
16

　
17

　
18

　
19

　
20

　
21

　
22

延
長
１2345678

承
平
１23456

×
（
去
年
凶
作
）

○×
（
去
年
疱
瘡
）

○○○×
（
諸
国
不
堪
佃

　
　

田
）

○○○○○

○×
（
諸
国
不
堪
田
）

○○○×
（
諸
国
荒
損
）

×
（
諸
国
損
）

○×
（
諸
国
不
堪
佃
）

×
（
去
夏
疫
病
）

○×
（
諸
国
不
堪
佃
）

○○×
（
異
損
）

××
（
先
帝
忌
月
）

×

７
/
７
、
９
/　
２８

３
/
６
、
９
/

2
/　
26

２
/　

、
９
/　

１８

３０

4
/　
17

　

/
7

10

９
/　
　

譲
位
、

２２

　
　

崩
御

２９

7

天
慶
１23456789

○○○×

6
/
8

　

/
7

103
/　
15

5
/　
17

8
/　
19

４
/　
　

譲
位

２０

　
　

○
…
開
催
、
×
…
停
止
。（　

）
内
は
明
記
さ
れ
る
停
止
理
由
、
空
欄
…
記
事
無
し
。

　
　

＊
密
宴
は
開
催
の
日
付
の
み
を
記
し
た
。
主
と
し
て
『
大
日
本
史
料
』
に
よ
る
。
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（『
撰
集
秘
記
』
九
月
節
会
事
）
と
、
重
陽
節
が
停
止
さ
れ
る
。
朱
雀
朝
以
後
、

「
詞
人
才
子
、
漸
く
吟
詠
の
声
を
呑
み
、
詩
境
文
場
、
已
に
寂
寞
の
地
と 
為 
」
っ

（
４
）

た
の
で
あ
る
。
朱
雀
朝
で
は
一
度
も
重
陽
宴
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
同
じ
〈
公
宴
〉

と
は
い
っ
て
も
、
重
陽
宴
は
節
会
で
あ
り
、
紫
宸
殿
と
い
う
儀
式
の
場
で
行
わ
れ
、

格
と
し
て
も
内
宴
を
上
回
っ
て
い
た
。
そ
の
重
陽
宴
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
雀
朝
で
開
か
れ
る
〈
公
宴
〉
は
内
宴
の
み
と
な
り
、

し
か
も
朱
雀
朝
は
、
承
平
天
慶
の
乱
の
勃
発
な
ど
動
乱
の
時
代
で
あ
っ
た
た
め
か
、

そ
の
内
宴
に
関
す
る
記
録
も
減
少
し
て
い 
く 
。

（
５
）

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
村
上
朝
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
文
壇
に
つ

い
て
は
、
次
の
よ
う
な
評
価
が
あ
る
。

村
上
天
皇
は
詩
文
の
才
に
秀
れ
、
寛
平
・
延
喜
の
文
運
華
や
か
な
時
代
を
追

慕
し
て
そ
の
復
活
に
努
力
さ
れ
た
。
四
季
の
佳
節
に
は
頻
繁
に
詩
宴
を
催
し

て
風
騒
の
道
に
勉
め
ら
れ
た
が
、
ま
た
皇
太
子
の
時
大
江
維
時
（
仁
和
四

〈
八
八
八
〉
―
応
和
三
〈
九
六
三
〉）
に
命
じ
て
『
日
観
集
』（
天
慶
九
〈
九

四
六
〉）
を
編
纂
せ
し
め
、
特
に
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
に
は
我
国
最
初
の

詩
合
を
行
っ
て
い
る
。
当
時
の
詩
人
達
は
天
皇
を
中
心
に
し
て
文
壇
を
形
成

し
て
い
た
の
で
あ 
る 
。

（
６
）

　

天
皇
の
好
文
と
天
皇
中
心
の
文
壇
形
成
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体

に
異
論
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
、〈
公
宴
〉
と
〈
密
宴
〉
で
構
成
さ
れ
る
宮
廷
詩

宴
と
い
う
視
点
か
ら
、
よ
り
具
体
的
に
村
上
朝
の
文
壇
を
論
じ
る
。
な
お
、
こ
の

時
代
の
文
壇
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
花
宴
考
」（
詞
林　

・
平
成
九
年
四
月
）、「
天

21

皇
と
文
壇
―
平
安
前
期
の
公
的
文
学
に
関
す
る
諸
問
題
―
」（
前
掲
）
で
そ
の
概

要
を
述
べ
た
。
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

　
　
　

二
、
村
上
朝
の
宮
廷
詩
宴
概
要

　

村
上
朝
の
宮
廷
詩
宴
を
一
覧
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。　
 

年
次

天
暦
１23456789

1
0

天
徳
１234

応
和 
１ 

（
８
）

2

内　

宴

○○○○

残　

菊　

宴

○○○×
（
諒
闇
）

×
（
疫
癘
流
行
）

○○○

花　
　

宴

○○○○○○
 
○ 
（
？
）

（
７
）

○

密　
　
　
　
　

宴

３
/

7
/
7

　

/　
10

21

３
/
３
、
３
/　

、
７
/
７
、

１０

８
/　
１６

7
/
7

３
/
３
、
７
/
７
、　

/
１

１０

５
、　

/　

、　

/
９

１０

３０

１１

３
/
３
、
４
/　

、
５
/　

、

１１

１２

７
/
７
、
８
/　
１３
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現
存
資
料
の
問
題
も
あ
り
、
記
録
が
管
見
に
入
ら
な
い
年
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
毎

年
〈
公
宴
〉
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
醍
醐
朝
前
半

と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
天
徳
三
年
以
後
、〈
密
宴
〉
が
爆
発
的
に
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　

以
下
〈
公
宴
〉
と
〈
密
宴
〉
に
分
け
て
検
討
す
る
。

　
　
　

三
、〈
公
宴
〉
を
め
ぐ
っ
て

　

１　
〈
公
宴
〉
の
再
興

　

朱
雀
朝
は
、〈
公
宴
〉
に
と
っ
て
は
危
機
的
状
況
で
あ
っ
た
。
特
に
重
陽
宴
が

醍
醐
崩
御
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
が
、

こ
と
は
村
上
朝
前
半
で
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
村
上
朝
で
は
、
天
暦
四
年
以

降
に
残
菊
宴
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
〈
公
宴
〉
と
し
て
の
重
陽
宴
の

再
興
で
あ
っ
た
。

停
九
日
宴
十
月
行
詔
〈
世
号
残
菊
宴
〉　
　
　
　
　

大
江
朝
綱

詔
。
望
五
雲
而
穿
眼
、
汾
水
之
遊
不
帰
。
攀
九
霞
而
摧
心
、
荊
岫
之
駕
弥
遠
。

九
月
者
、
先
帝
昇
霞
之
月
也
。
故
九
日
之
節
廃
而
経
年
。
丹
茱
無
験
、
徒
伝

禦
寒
之
方
。
黄
菊
失
時
、
空
綴
泣
露
之
萼
。
朕
之
長
恨
、
千
秋
無
窮
。
爰
洛

水
春
遊
、
昔
日
閣
筆
。
商
�
秋
宴
、
今
時
巻
筵
。
鹿
鳴
再
停
、
人
心
不
楽
。
詞

人
才
士
、
漸
呑
吟
詠
之
声
、
詩
境
文
場
、
已
為
寂
寞
之
地
。
孔
子
曰
、
文
王

已
没
、
文
不
在
茲
乎
。
宜
開
良
讌
於
十
月
之
首
、
以
翫
余
芳
於
五
美
之
叢
。

凡
厥
儀
式
、
一
准
重
陽
。
主
者
施
行
。

　
　
　
　

天
暦
四
年
九
月
廿
六
日

　

詔
す
。
五
雲
を
望
み
て
眼
を
穿
ち
、
汾
水
の
遊
帰
ら
ず
。
九
霞
に
攀
ぢ
て
心
を
摧

き
、
荊
岫
の
駕
弥
遠
し
。
九
月
は
、
先
帝
の
昇
霞
せ
し
月
也
。
故
に
九
日
の
節
廃

れ
て
年
を
経
た
り
。
丹
茱
験
無
く
、
徒
ら
に
寒
を
禦
ぐ
方
を
伝
ふ
。
黄
菊
時
を
失

ひ
、
空
し
く
露
に
泣
く
萼
を
綴
る
。
朕
の
長
き
恨
、
千
秋
窮
無
し
。
爰
に
洛
水
の

春
遊
、
昔
日
筆
を
閣
く
。
商
�
の
秋
宴
、
今
時
筵
を
巻
く
。
鹿
鳴
再
び
停
り
て
、

人
心
楽
ま
ず
。
詞
人
才
士
、
漸
く
吟
詠
の
声
を
呑
み
、
詩
境
文
場
、
已
に
寂
寞
の

地
と
為
る
。
孔
子
曰
く
、
文
王
已
に
没
す
、
文
茲
に
在
ら
ず
や
、
と
。
宜
し
く
良

讌
を
十
月
の
首
に
開
き
、
以
て
余
芳
を
五
美
の
叢
に
翫
ぶ
べ
し
。
凡
そ
厥
の
儀
式
、

一
に
重
陽
に
准
へ
。
主
者
施
行
せ
よ
。

　
　

天
暦
四
年
九
月
廿
六
日 

（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
・　

）
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こ
の
詔
の
末
尾
に
「
凡
そ
厥
の
儀
式
、
一
に
重
陽
に
准
へ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

儀
式
次
第
も
重
陽
に
準
じ
て
い
る
。
な
お
、『
吏
部
王
記
』
天
暦
四
年
十
月
八
日

条
（『
政
事
要
略
』
巻
二
十
四
・
九
月
節
会
所
引
）
に
は
、

九
日
節
停
止
後
、
属
文
徒
常
愁
寂
然
。
今
有
新
儀
、
以
来
月
上
旬
可
聞
食
残

菊
宴
。
其
期
准
玉
燭
宝
典
、
本
月
五
日
可
宜
由
、
略
定
了
。
而
彼
日
当
凶
会

3

康
保
１

　
　
 
２ 
（
９
）

34

○○

×
（
安
子
崩
御
）

○○

２
/
３
、
３
/
８
、
４
/　

、
２６

５
/
５
、　

/
４

１０

3
/　
29

６
/
１
、
７
/
７
、　

/　
１０

２３

２
/
９
、
３
/
３

　
　

＊
主
と
し
て
『
大
日
本
史
料
』
に
よ
る
。

　
　

＊
重
陽
宴
は
残
菊
宴
と
し
て
再
�
。

（　

）
10興
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九
坎
。
誠
雖
有
本
文
、
可
准
依
暦
道
忌
。
延
五
日
以
八
日
可
被
遂
行
。
但
明

年
已
後
以
五
日
可
為
定
日
由
、
昨
日
被
定
下
耳
。

　

九
日
節
停
止
の
後
、
文
を
属
る
徒
常
に
愁
ひ
て
寂
然
た
り
。
今
新
儀
有
り
て
、
来

月
上
旬
を
以
て
残
菊
宴
を
聞
し 
食 
す
べ
し
。
其
期
玉
燭
宝
典
に
准
へ
て
、
本
月
五

め

日
宜
し
か
る
可
き
由
、
略
定
り
了
ん
ぬ
。
而
し
て
彼
の
日
凶
会
九
坎
に
当
る
。
誠

に
本
文
有
り
と
雖
も
、
暦
道
の
忌
に
准
依
す
べ
し
。
五
日
を
延
べ
八
日
を
以
て
遂

行
せ
ら
る
べ
し
。
但
し
明
年
已
後
五
日
を
以
て
定
日
と
為
す
べ
き
由
、
昨
日
定
め

下
さ
る
る
耳
。

　
と
の
割
注
が
あ
る
。『
玉
燭
宝
典
』
に
従
っ
て
、
十
月
五
日
を
期
日
と
定
め
た
と

い
う
の
で
あ
�
。
但
し
、
初
開
催
と
な
っ
た
天
暦
四
年
は
、「
凶
会
九
坎
に
当
る
」

た
め
、
八
日
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
記
録
は
『
九
暦
』
に
詳
し
い
。
停

止
さ
れ
た
重
陽
宴
は
、
九
月
の
醍
醐
の
忌
月
を
避
け
て
、
残
菊
宴
と
し
て
再
興
さ

れ
た
の
で
あ
�
。
な
お
、『
政
事
要
略
』（
巻
二
十
四
・
残
菊
宴
事
）
に
「
詩
題
体

様
其
一
端
」
と
し
て
、

　
　

七
言
初
冬
侍
宴
、
同
賦
花
寒
菊
点
叢
、
分
一
字
、
応
製
一
首
〈
探
得
聞
字
〉

 

権
中
納
言
従
三
位
源
朝
臣
兼
明
上

と
あ
る
。「
侍
宴
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
残
菊
宴
は
〈
公
宴
〉
と
し

て
再
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

平
安
前
期
を
通
じ
て
開
か
れ
て
い
た
内
�
は
、
醍
醐
・
朱
雀
朝
に
お
い
て
も
原

則
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、
村
上
朝
に
至
っ
て
問
題
が
起
き
る
。
天
暦
八
年

正
月
四
日
に
村
上
の
母
太
皇
太
后
藤
原
穏
子
が
崩
御
し
（『
扶
桑
略
記
』
な
ど
）、

正
月
が
忌
月
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
醍
醐
崩
御
後
重
陽
宴
が
開
催
さ
れ

な
く
な
っ
た
の
と
同
様
、
正
月
内
宴
も
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（　

）
11る

（　

）
12る

（　

）
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天
暦
四
年
に
重
陽
宴
が
残
菊
宴
と
し
て
再
興
さ
れ
た
の
に
拘
わ
ら
ず
、
今
度
は
内

宴
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
年
中
行
事
抄
』
内
宴
条
に
「
天
暦
御
忌
月
に
依
り
て
、
二
月
に
行

�
」
と
あ
る
通
り
、
ま
た
、
前
節
の
村
上
朝
文
壇
概
要
か
ら
も
確
認
で
き
る
よ
う

に
、
天
徳
三
年
以
後
、
開
催
を
二
月
に
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
宴
は
再
び
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

村
上
朝
は
、
醍
醐
・
穏
子
の
崩
御
に
よ
る
重
陽
宴
・
内
宴
の
停
止
に
よ
っ
て
、

そ
れ
以
後
〈
公
宴
〉
が
開
か
れ
な
く
な
る
可
能
性
の
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
が
、
重

陽
宴
を
十
月
残
菊
宴
と
し
て
開
催
し
、
内
宴
を
二
月
に
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

〈
公
宴
〉
を
開
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

村
上
朝
の
〈
公
宴
〉
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
花
宴
で
あ
る
。
花

宴
に
つ
い
て
は
既
に
考
察
を
加
え
た
こ
と
が
あ
�
。
花
宴
と
い
え
ば
、
嵯
峨
朝
の

花
宴
節
が
想
起
さ
れ
る
が
、
嵯
峨
朝
の
花
宴
は
、『
年
中
行
事
障
子
』
に
記
載
さ

れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
仁
和
以
前
に
は
廃
絶
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
ま
た
、
村
上

朝
に
公
事
化
さ
れ
た
花
宴
が
桜
を
観
賞
す
る
詩
宴
で
あ
っ
た
の
と
異
な
り
、
嵯
峨

朝
の
花
宴
で
は
梅
や
桃
が
詩
に
詠
ま
れ
る
点
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
性
質
を
異

に
す
る
詩
宴
で
あ
�
。

　

嵯
峨
朝
の
花
宴
が
廃
絶
し
た
後
、
宇
多
朝
辺
か
ら
清
涼
殿
の
桜
を
観
賞
す
る
詩

宴
が
し
ば
し
ば
開
か
れ
、
醍
醐
朝
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は

〈
公
宴
〉
と
は
い
え
ず
、〈
密
宴
〉
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
そ
れ
が
、
村
上
朝
に

入
る
と
、『
新
儀
式
』
に
お
い
て
儀
式
文
が
明
記
さ
れ
、
公
事
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

醍
醐
朝
末
か
ら
朱
雀
朝
に
か
け
て
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
宮
廷
詩
宴
、
殊
に

（　

）
14ふ

（　

）
15る

（　

）
16る
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〈
公
宴
〉
は
、
重
陽
宴
の
残
菊
宴
と
し
て
の
再
興
、
花
宴
の
公
事
化
に
よ
り
、
前

代
に
増
し
て
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、〈
公
宴
〉
の
機
能
が
村
上
朝
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
り
期
待

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

２　

停
止
理
由
を
め
ぐ
っ
て

　

村
上
朝
は
、
先
に
一
覧
し
た
よ
う
に
、
内
宴
・
残
菊
宴
・
花
宴
と
い
う
〈
公
宴
〉

が
ほ
ぼ
毎
年
開
か
れ
る
が
、
醍
醐
朝
と
比
較
す
る
と
、
記
録
無
し
の
年
が
目
立
つ
。

理
由
な
く
停
止
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
醍
醐
朝
と
は
異
な
り
、〈
公
宴
〉
が
開
か
れ

な
く
な
る
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
証
を
試
み
る
。

　

停
止
理
由
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
天
暦
八
・
九
年
、
康
保
元
年
の
残
菊
宴

で
あ
る
が
、
天
暦
八
年
の
残
菊
宴
は
、「
天
暦
八
年
十
月
五
日
記
。
諒
闇
に
依
り

て
残
菊
宴
無
し
。
菊
酒
を
給
は
ず
」（『
権
記
』
長
保
四
年
九
月
九
日
条
）
と
あ
る

よ
う
に
、
同
年
正
月
四
日
に
村
上
の
母
太
皇
太
后
藤
原
穏
子
が
崩
御
し
、
諒
闇
と

な
っ
た
た
め
の
停
止
で
あ
る
。

　

天
暦
九
年
の
残
菊
宴
停
止
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
る
。

天
暦
九
年
閏
九
月
廿
一
日
。
左
大
臣
（
実
頼
）
着
左
近
陣
。
示
告
諸
卿
云

〈
大
納
言
一
人
、
参
議
一
人
〉、
先
日
被
仰
云
、
今
年
秋
間
疫
癘
流
行
、
人

民
病
苦
。
来
月
残
菊
宴
、
有
無
之
由
、
諸
卿
可
定
申
。
抑
延
長
元
年
依
疫
癘

停
九
月
九
日
節
。
延
喜
廿
年
依
諸
国
損
不
堪
并
疾
病
等
事
、
停
止
同
節
。
同

九
年
又
依
疫
癘
并
樹
木
秋
花
等
事
停
止
云
々
。
外
記
所
勘
申
如
此
者
。
今
日

依
諸
卿
数
少
、
不
能
一
定
奏
聞
。
但
大
臣
官
奏
之
次
、
奉
勅
召
少
外
記
御
舩

傅
設
。
仰
云
、
来
月
五
日
残
菊
宴
、
依
疾
病
事
宜
随
停
止
。

　

天
暦
九
年
閏
九
月
廿
一
日
。
左
大
臣
（
実
頼
）
左
近
の
陣
に
着
す
。
諸
卿
に
示
し

告
げ
て
云
く
〈
大
納
言
一
人
、
参
議
一
人
〉、
先
日
仰
せ
ら
れ
て
云
く
、
今
年
秋

間
疫
癘
流
行
し
、
人
民
病
苦
す
。
来
月
の
残
菊
宴
、
有
無
の
由
、
諸
卿
定
め
申
す

べ
し
、
と
。
抑
も
延
長
元
年
疫
癘
に
依
り
て
九
月
九
日
節
を
停
む
。
延
喜
廿
年
諸

国
損
不
堪
并
び
に
疾
病
等
の
事
に
依
り
て
、
同
節
を
停
止
す
。
同
九
年
又
疫
癘
并

び
に
樹
木
秋
花
さ
く
等
の
事
に
依
り
て
停
止
す
と
云
々
。
外
記
勘
へ
申
す
所
此
く

の
如
し
、
て
へ
り
。
今
日
諸
卿
数
少
き
に
依
り
て
、
一
定
奏
聞
す
る
こ
と
能
は
ず
。

但
し
大
臣
官
奏
の
次
、
勅
を
奉
じ
て
少
外
記
御
舩
傅
設
を
召
す
。
仰
せ
て
云
く
、

来
月
五
日
残
菊
宴
、
疾
病
の
事
に
依
り
て
宜
し
く
停
止
に
随
ふ
べ
し
、
と
。

 

（『
政
事
要
略
』
巻
二
十
四
・
九
日
節
会
事
）

　　

今
年
秋
、
諸
国
に
「
疫
癘
」
が
「
流
行
」
し
て
「
人
民
」
が
苦
し
ん
で
い
る
の

で
、
来
月
の
残
菊
宴
の
有
無
を
定
め
よ
と
の
村
上
の
命
令
が
あ
り
、
外
記
が
醍
醐

朝
に
「
疫
癘
」
に
よ
っ
て
重
陽
節
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
を
勘
申
し
て
い
る
。
し
か

し
、
諸
卿
の
参
集
が
少
な
く
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
結
局
、
実
頼
の
官
奏

の
序
で
に
、
少
外
記
御
舩
傅
設
が
召
さ
れ
、
来
月
の
残
菊
宴
は
、「
疾
病
」
に
よ

り
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
外
記
の
勘
申
が
引
用
さ
れ
て

い
る
が
、
す
べ
て
醍
醐
朝
の
重
陽
節
の
先
例
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
、
残
菊
宴

が
重
陽
節
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

康
保
元
年
の
残
菊
宴
は
、「
残
菊
宴
を
停
む
。
先
后
の
崩
ず
る
に
依
れ
ば
也
」

（『
日
本
紀
略
』
康
保
元
年
十
月
五
日
条
）
と
、
先
后
（
＝
村
上
天
皇
中
宮
藤
原

温
子
）
が
、
同
年
四
月
二
十
九
日
に
崩
御
し
た
た
め
に
（『
日
本
紀
略
』
な
ど
）、

停
止
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
停
止
理
由
は
、
諒
闇
、
中
宮
崩
御
、
疫
癘
流
行
で
あ
る
。
参



奈　良　大　学　紀　要　 第34号 86

考
ま
で
に
醍
醐
朝
の
例
を
あ
げ
る
と
、「
内
宴
を
止
む
。
去
年
諸
国
の
損
に
依
れ

ば
也
」（『
日
本
紀
略
』
延
喜
九
年
正
月
二
十
一
日
条
）、「
今
年
時
行
洪
水
有
り
。

仍
り
て
九
日
節
止
ま
る
」（『
貞
信
公
記
』
延
喜
九
年
九
月
三
日
条
）、「
諸
国
旱
損

に
依
り
て
、
重
陽
宴
を
止
む
」（『
日
本
紀
略
』
延
喜
十
年
九
月
九
日
条
）
な
ど
が

あ
る
。
旱
・
洪
水
な
ど
天
変
、
崩
御
・
諒
闇
な
ど
天
皇
の
喪
、
異
損
な
ど
作
田
の

損
害
な
ど
が
理
由
と
な
っ
て
お
り
、
村
上
朝
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
で

〈
公
宴
〉
は
停
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

村
上
朝
の
〈
公
宴
〉
に
は
記
録
が
残
ら
な
い
年
が
間
々
あ
る
が
、
醍
醐
朝
及
び

村
上
朝
で
明
記
さ
れ
た
停
止
理
由
を
考
慮
す
れ
ば
、
恐
ら
く
何
が
し
か
の
支
障
が

あ
り
、
そ
れ
が
記
録
に
残
ら
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

天
暦
三
年
に
は
内
宴
の
記
録
が
な
い
が
、
前
年
十
二
月
二
十
八
日
に
「
今
年
諸

国
異
損
を
申
す
。
其
の
数
甚
だ
多
し
。
宜
し
く
来
年
の
朝
賀
を
停
止
す
べ
し
」（『
日

本
紀
略
』）
と
、「
諸
国
異
損
」
の
た
め
翌
年
正
月
朝
賀
の
停
止
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
内
宴
も
同
じ
く
停
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
暦
四
年
の
内
宴
記
録
も
な
い

が
、
前
年
九
月
二
十
九
日
に
陽
成
法
皇
が
崩
じ
て
お
り
（『
日
本
紀
略
』）、
そ
の

た
め
に
停
止
さ
れ
た
か
。
天
暦
六
年
に
は
、〈
公
宴
〉
開
催
の
記
録
は
な
い
が
、

八
月
十
五
日
に
村
上
の
兄
・
朱
雀
法
皇
が
崩
御
し
て
お
り
（『
日
本
紀
略
』）、
そ

の
た
め
に
十
月
残
菊
宴
は
停
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
年
も
、
内
宴
・
花
宴
開

催
の
記
録
が
見
え
な
い
が
、
同
じ
く
朱
雀
崩
御
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
暦
十

年
の
残
菊
宴
に
つ
い
て
も
記
録
が
残
ら
な
い
が
、
こ
の
年
は
炎
旱
が
続
き
、
四
月

十
九
日
に
は
「
諸
社
に
奉
幣
す
〈
天
変
旱
炎
に
依
れ
ば
也
〉」（『
西
宮
記
』
恒
例

三
・
九
月
・
例
弊
所
引
『
小
一
条
記
』）
と
奉
幣
が
行
わ
れ
て
お
り
、
七
月
二
十

三
日
に
は
「
甘
�
降
ら
ず
、
苦
旱
久
し
く
盛
ん
な
り
」
と
い
う
理
由
で
「
減
服
御

常
膳
并
恩
赦
詔
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
・　

）
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
、
八
月
八
日

47

に
は
公
卿
等
が
封
禄
を
減
ず
る
こ
と
を
請
う
論
奏
を
奉
る
も
、
天
皇
は
許
さ
ず
、

九
月
二
十
八
日
に
十
分
の
二
を
減
ず
る
こ
と
を
認
め
る
勅
を
下
し
て
い
る
如
く（『
北

山
抄
』
巻
六
・
備
忘
略
記
・
祈
雨
事
）、
残
菊
宴
前
に
炎
旱
に
襲
わ
れ
て
い
た
。
炎

旱
に
よ
る
〈
公
宴
〉
停
止
は
醍
醐
朝
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
年
も
同
じ
く
停
止
さ

れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
天
徳
二
年
の
残
菊
宴
に
つ
い
て
も
記
録
が
な
い
が
、

九
月
十
三
日
に
「
天
変
等
」
に
よ
り
、
五
社
に
奉
幣
し
て
い
る
（『
日
本
紀
略
』）。

さ
ら
に
十
七
日
に
は
七
社
に
奉
幣
が
あ
り
、
恐
ら
く
こ
の
年
の
残
菊
宴
も
天
変
に

よ
っ
て
停
止
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
徳
四
年
の
〈
公
宴
〉
に
つ
い
て
も
記
録
が

残
ら
な
い
が
、
残
菊
宴
に
つ
い
て
は
、
九
月
二
十
三
日
の
内
裏
焼
亡
、
十
一
月
四

日
の
冷
泉
院
遷
幸
に
よ
る
停
止
で
あ
ろ
う
。
翌
応
和
元
年
も
内
宴
・
残
菊
宴
に
つ

い
て
記
録
が
残
ら
な
い
。
内
裏
焼
亡
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
後
述

す
る
。
康
保
二
年
も
〈
公
宴
〉
の
記
録
が
見
ら
れ
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
前

年
四
月
に
中
宮
安
子
が
崩
御
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
停
止
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
記
録
が
残
ら
な
い
〈
公
宴
〉
も
、
多
く
は
天
変
・
諒
闇
・
崩
御

な
ど
の
原
因
が
あ
っ
て
停
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
推
測
で
き
な
い
例
も

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
資
料
に
は
残
ら
な
い
が
、
停
止
理
由

が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
村
上
朝
で
も
、〈
公
宴
〉
を
開
こ
う
と
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
や
む
を
得
な
い
理
由
で
停
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
〈
公
宴
〉
は
、
原
則
と
し
て
必
ず
開
催
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、

〈
密
宴
〉
の
開
催
が
あ
く
ま
で
天
皇
の
個
人
的
興
趣
に
よ
る
の
と
は
異
な
る
。
村
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上
朝
で
も
こ
の
原
則
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
醍
醐
朝
後
半
以
後
は
〈
公
宴
〉
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
、
村
上
朝
に
入
り
、
内
宴
を
ず
ら
し
、
残
菊
宴
と
し
て
重
陽
宴
を
再

興
し
、
さ
ら
に
花
宴
を
公
事
化
し
て
、
毎
年
そ
れ
ら
〈
公
宴
〉
を
開
催
し
た
の
は
、

〈
公
宴
〉
の
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
文
壇
は
、
漸
く

通
常
に
戻
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
点
か
ら
、
村
上
朝
は
、〈
公
宴
〉
を
中
心
と

す
る
天
皇
の
文
壇
の
再
興
期
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
事
柄
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
村
上
朝
後
半
に
は
、〈
密
宴
〉

が
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

四
、〈
密
宴
〉
を
め
ぐ
っ
て

　

１　
〈
密
宴
〉
の
増
大

　

前
掲
の
一
覧
を
見
る
と
、
村
上
朝
前
半
に
〈
密
宴
〉
は
ほ
と
ん
ど
開
か
れ
な
い
。

天
徳
三
年
辺
り
か
ら
見
え
始
め
、
そ
れ
以
後
は
〈
公
宴
〉
以
上
に
頻
繁
に
開
催
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
も
そ
も
、
天
皇
の
文
壇
は
、〈
公
宴
〉
が
中
心
で
あ
っ
た
。
冒
頭
に
確
認
し

た
醍
醐
朝
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
し
、
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、〈
密
宴
〉
が

多
数
開
か
れ
た
宇
多
朝
は
例
外
的
で
あ
っ
�
。
と
こ
ろ
が
、
村
上
朝
で
は
、
天
徳

を
挟
ん
で
、
前
半
が
〈
公
宴
〉
中
心
、
後
半
が
〈
密
宴
〉
中
心
と
、
文
壇
の
性
格

が
変
わ
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
半
に
お
い
て
も
〈
公
宴
〉
は
開
か
れ
る
し
、

花
宴
の
公
事
化
な
ど
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、〈
公
宴
〉
の
機
能
は
期
待
さ
れ
て
い

（　

）
17た

る
の
だ
が
、
そ
れ
を
上
回
る
ほ
ど
に
〈
密
宴
〉
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
宇
多
朝

も
〈
密
宴
〉
が
頻
繁
に
開
か
れ
た
が
、
村
上
朝
の
よ
う
な
極
端
な
偏
り
は
な
い
。

　

村
上
朝
の
文
壇
に
お
け
る
〈
密
宴
〉
開
催
の
頻
度
を
見
れ
ば
、
村
上
の
好
文
も

よ
く
分
か
る
が
、
そ
れ
が
天
徳
以
後
に
偏
る
こ
と
は
、
文
壇
の
性
格
が
変
容
し
た

こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
以
下
、
村
上
朝
の
〈
密
宴
〉
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の

視
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
。

　

２　

献
詩
者
を
め
ぐ
っ
て

　

宇
多
朝
の
〈
密
宴
〉
で
は
、
献
詩
者
と
し
て
、
専
門
的
な
詩
人
以
外
に
宇
多
の

近
親
・
近
臣
も
加
わ
っ
て
い
た
。
多
く
は
詩
才
を
認
め
得
な
い
人
物
で
、
そ
の
分
、

宇
多
の
〈
密
宴
〉
は
、
詩
会
と
し
て
の
専
門
性
は
低
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。〈
公

宴
〉
で
は
、
文
人
と
し
て
、
文
章
道
出
身
者
な
ど
専
門
の
詩
人
が
召
さ
れ
る
の
だ

か
ら
、
そ
の
差
は
際
立
っ
て
い
る
。
近
親
・
近
臣
の
参
加
は
、
宇
多
の
私
的
詩
会

で
あ
る
こ
と
を
示
す
し
、
詩
才
の
な
い
人
物
が
献
詩
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

詩
の
完
成
度
よ
り
も
、
近
親
・
近
臣
を
参
集
さ
せ
る
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
て
い

た
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
、
天
皇
の
意
志
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
も
い
え
る
。

　

村
上
朝
の
文
壇
に
お
い
て
も
、〈
密
宴
〉
の
頻
繁
な
開
催
は
、
天
皇
の
意
志
に

よ
る
文
壇
形
成
と
考
え
得
る
。
そ
の
点
は
宇
多
朝
に
似
る
が
、
献
詩
者
の
面
で
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
記
録
に
残
る
献
詩
者
は
、
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い
が
、
多
く

「
侍
臣
」
と
記
さ
れ
る
。

応
和
元
年
三
月
三
日
。
御
釣
殿
。
泛
觴
流
水
。
令
侍
臣
飲
。
公
卿
・
侍
臣
献



奈　良　大　学　紀　要　 第34号 88

詩
云
々
。

　

応
和
元
年
三
月
三
日
。
釣
殿
に
御
す
。
觴
を
泛
べ
水
に
流
す
。
侍
臣
を
し
て
飲
ま

し
む
。
公
卿
・
侍
臣
詩
を
献
ず
と
云
々
。

 

（『
北
山
抄
』
巻
三
・
拾
遺
雑
抄
上
・
花
宴
事
）

　
　

命
侍
臣
令
献
詩
。
題
云
、
仙
桃
夾
岸
開
。

侍
臣
に
命
じ
て
詩
を
献
ぜ
し
む
。
題
に
云
く
、
仙
桃
岸
を
夾
み
て
開
く
。

 

（『
日
本
紀
略
』
応
和
二
年
三
月
三
日
）

　
　

令
侍
臣
賦
夢
吐
白
鳳
詩
。

侍
臣
を
し
て
夢
に
白
鳳
を
吐
く
と
い
ふ
詩
を
賦
せ
し
む
。

 

（
同
前
応
和
二
年
四
月
十
一
日
）

　
　

令
侍
臣
賦
詩
。
題
云
、
五
月
水
声
寒
。

侍
臣
を
し
て
詩
を
賦
せ
し
む
。
題
に
云
く
、
五
月
水
声
寒
し
。

 

（
同
前
応
和
二
年
五
月
十
二
日
）

　
　

令
侍
臣
賦
詩
。
題
云
、
織
女
渡
天
河
。

侍
臣
を
し
て
詩
を
賦
せ
し
む
。
題
に
云
く
、
織
女
天
河
を
渡
る
。

 

（
同
前
応
和
二
年
七
月
七
日
）

　
　

令
侍
臣
賦
詩
。
以
秋
色
寄
高
樹
為
題
。

侍
臣
を
し
て
詩
を
賦
せ
し
む
。
秋
色
高
樹
に
寄
る
を
以
て
題
と
為
す
。

 

（
同
前
応
和
二
年
八
月
十
三
日
）

　
　

令
侍
臣
賦
詩
。
以
窓
下
有
満
風
為
題
。

侍
臣
を
し
て
詩
を
賦
せ
し
む
。
窓
下
に
風
満
つ
る
こ
と
有
り
を
以
て
題
と
為
す
。

 

（
同
前
康
保
二
年
六
月
一
日
）

　
　

令
侍
臣
賦
詩
。
以
攀
枝
花
入
衣
為
題
。

侍
臣
を
し
て
詩
を
賦
せ
し
む
。
枝
花
を
攀
ぢ
て
衣
に
入
る
を
以
て
題
と
為
す
。

 

（
同
前
康
保
三
年
二
月
九
日
）

　
「
侍
臣
」
は
、
平
安
中
期
以
後
、
殿
上
人
を
意
味
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
�
、

応
和
元
年
曲
水
宴
で
は
「
公
卿
・
侍
臣
」
と
あ
っ
て
「
公
卿
」
と
区
別
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
、『
西
宮
記
』（
臨
時
三
・
宴
遊
・
藤
花
宴
）
に
「（
畳
）
二
枚
を

殿
上
の
侍
臣
の
座
に
敷
く
。
…
…
次
に
侍
臣
着
座
〈
四
位
・
五
位
北
、
六
位
南
〉」

と
あ
っ
て
、「
殿
上
の
侍
臣
」
の
座
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
四
位
・
五
位
と
六
位

の
「
侍
臣
」
が
着
座
し
て
お
り
、「
殿
上
侍
臣
」 ＝ 「
侍
臣
」
と
推
測
さ
れ
る
こ
と

か
ら
も
、
こ
の
指
摘
は
首
肯
し
得
る
。
つ
ま
り
、
村
上
朝
の
〈
密
宴
〉
で
は
、
侍

臣
＝
殿
上
人
に
献
詩
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
頻
繁
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

〈
密
宴
〉
の
実
作
と
し
て
、
菅
原
文
時
（『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
上
・
紅
葉
･　

、
284

康
保
二
年
十
月
二
十
三
日
朱
雀
院
行
幸
詩
宴
で
の
作
）、
橘
倚
平
（『
和
漢
兼
作
集
』

春
下
・　

、
康
保
三
年
三
月
三
日
曲
水
宴
で
の
作
）
等
殿
上
人
以
外
の
例
が
残
る

343

こ
と
か
ら
、
殿
上
人
だ
け
が
詩
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
く
、
専
門
の
詩
人
の
参
加
も

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
殿
上
人
が
中
心
と
な
る
詩
会
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

点
は
、
宇
多
朝
の
〈
密
宴
〉
と
も
似
る
。
例
え
ば
、
寛
平
二
年
の
曲
水
宴
で
は
、

「
子
の
時
詩
興
有
り
。
其
の
題
、
三
月
三
日
雅
院
に
於
て
侍
臣
に
曲
水
の
飲
を
賜

ふ
。
文
人
を
召
さ
る
。
前
讃
岐
守
菅
原
朝
臣
〈
北
野
〉、
典
薬
頭
島
田
忠
臣
等
、

殿
上
の
蔵
人
の
文
に
堪
ふ
る
者
、
其
の
中
に
相
ひ
交
る
」（『
年
中
行
事
抄
』
三
月

三
日
）
と
、
詩
人
で
あ
る
道
真
等
と
、
殿
上
の
蔵
人
か
ら
献
詩
者
（
＝
文
人
）
が

選
ば
れ
て
お
り
、
題
に
「
侍
臣
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（　

）
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な
お
、
康
保
三
年
三
月
三
日
曲
水
宴
で
は
「
御
書
所
の
人
等
及
び
殿
上
の
文

人
・
蔵
人
所
の
文
章
生
等
」（『
西
宮
記
』
恒
例
二
・
曲
水
所
引
『
村
上
御
記
』）

が
召
さ
れ
て
い
る
が
、「
御
書
所
」
は
、
文
章
生
・
学
生
が
集
ま
る
所
で
あ
�
。
つ

ま
り
こ
の
詩
宴
で
は
、
専
門
の
詩
人
が
召
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
侍
臣
に
賦
詩
を
さ
せ
る
こ
と
が
中
心
で
は
あ
っ
て

も
、
御
書
所
・
蔵
人
所
等
の
文
章
生
な
ど
専
門
の
詩
人
も
文
人
と
し
て
召
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宇
多
朝
で
も
専
門
の
詩
人
は
召
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
と

と
も
に
、
詩
文
に
堪
能
で
は
な
い
近
親
も
献
詩
者
と
し
て
召
さ
れ
て
い
た
。
村
上

朝
で
も
そ
の
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
（
侍
臣
に
詩
の
堪
能
で
な
い
も
の

が
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
）、
村
上
の
場
合
、
宇
多
以
上
に
詩
文
作
成
に
重
き

を
置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
他
の
時
代
に
は
見
え
な
い
ほ
ど
多
く
御
製
の
存
在

が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

曲
水
宴
。
御
製
、
水
映
紅
桃
色
。
／
曲
水
宴
。
御
製
、
水
紅
桃
色
に
映
ず
。

 

（『
日
本
紀
略
』
天
徳
三
年
三
月
三
日
）

　
　

召
文
人
於
秘
書
閣
、
令
賦
春
被
鶯
花
送
之
詩
。
有
御
製
。

文
人
を
秘
書
閣
に
召
し
、
春
鶯
花
に
送
ら
る
と
い
ふ
詩
を
賦
せ
し
む
。
御
製
有
り
。

 

（
同
前
天
徳
三
年
三
月
三
十
日
）

　
　

御
製
、
風
驚
織
女
秋
。
／
御
製
、
風
は
驚
す
織
女
の
秋
。

 

（
同
前
天
徳
三
年
七
月
七
日
）

　
　

御
製
、
月
扇
動
涼
風
。
／
御
製
、
月
扇
涼
風
を
動
か
す
。

 

（
同
前
天
徳
四
年
七
月
七
日
）

　
　

御
製
、
別
路
動
雲
衣
。
／
御
製
、
別
路
雲
衣
を
動
か
す
。

（　

）
19る

 

（
同
前
応
和
元
年
七
月
七
日
）

　
　

御
製
、
寒
葉
随
風
散
。
／
御
製
、
寒
葉
風
に
随
て
散
る
。

 

（
同
前
応
和
元
年
十
月
十
五
日
）

　
　

庚
申
。
御
製
、
松
経
霜
後
貞
。
／
庚
申
。
御
製
、
松
霜
を
経
て
後
貞
な
り
。

 

（
同
前
応
和
元
年
十
月
三
十
日
）

　
　

御
製
、
池
辺
初
雪
。
／
御
製
、
池
辺
の
初
雪
。 （
同
前
応
和
元
年
十
一
月
九
日
）

　
　

御
製
、
庭
花
暁
欲
開
。
／
御
製
、
庭
花
暁
に
開
か
ん
と
す
。

 

（
同
前
応
和
三
年
二
月
三
日
）

　
　

御
製
、
風
来
花
自
舞
。
／
御
製
、
風
来
り
て
花
自
ら
舞
ふ
。

 

（
同
前
応
和
三
年
三
月
八
日
）

　
　

御
製
、
風
雲
夏
景
新
。
／
御
製
、
風
雲
夏
景
新
し
。

 

（
同
前
応
和
三
年
四
月
二
十
六
）

　
　

御
製
、
採
菖
蒲
詩
。
／
御
製
、
菖
蒲
を
採
る
詩
。 
（
同
前
応
和
三
年
五
月
五
日
）

　
　

御
製
、
菊
花
色
浅
深
、
無
風
葉
自
飛
。

御
製
、
菊
花
色
浅
深
な
り
、
風
無
く
し
て
葉
自
ら
飛
ぶ
。

 

（
同
前
応
和
三
年
十
月
四
日
）

　
　

御
製
、
留
春
々
不
駐
。
／
御
製
、
春
を
留
む
る
も
春
駐
ま
ら
ず
。

 

（
同
前
康
保
元
年
三
月
二
十
九
日
）

　

記
録
で
は
詩
会
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
ず
、
御
製
の
存
在
の
み
が
記
さ
れ
る
場
合

が
多
い
が
、
村
上
の
独
詠
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
や
は
り
詩
会
が
開
か
れ

御
製
が
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

天
皇
の
文
壇
が
〈
公
宴
〉
を
軸
と
す
る
よ
う
に
な
る
仁
明
朝
以
後
、
こ
れ
程
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〈
密
宴
〉
に
御
製
を
残
し
た
天
皇
は
見
え
な
い
。
宇
多
も
〈
密
宴
〉
を
多
く
開
い

た
が
、
御
製
は
、
寛
平
元
年
九
月
詩
会
に
残
る
も
の
の
（『
雑
言
奉
和
』）、
他
の

詩
人
が
律
詩
な
の
に
対
し
て
絶
句
で
あ
る
。
宇
多
は
他
に
、
寛
平
八
年
閏
正
月
六

日
雲
林
院
行
幸
に
御
製
を
残
す
（『
紀
家
集
』
巻
十
四
断
簡
）。
ま
た
、
醍
醐
は
、

延
喜
十
四
年
九
月
九
日
重
陽
宴
（『
貞
信
公
記
』）、
延
喜
十
七
年
正
月
二
十
三
日

内
宴
（『
日
本
紀
略
』、『
江
談
抄
』
巻
四
・
４
）、
延
喜
十
九
年
正
月
二
十
一
日
内

宴
（『
北
山
抄
』
巻
三
・
拾
遺
雑
抄
・
内
宴
所
引
『
邦
基
卿
記
』）、
延
長
四
年
九

月
九
日
重
陽
宴
（『
政
事
要
略
』
巻
二
十
四
・
九
日
節
会
事
所
引
『
吏
部
王
記
』）、

延
長
七
年
正
月
二
十
一
日
内
宴
（『
日
本
紀
略
』、『
類
題
古
詩
』　

）
と
、〈
公
宴
〉

191

に
御
製
を
残
し
、
朱
雀
は
、
天
慶
二
年
六
月
八
日
綾
綺
殿
御
注
孝
経
竟
宴
（『
本

朝
世
紀
』）
で
の
御
製
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
比
せ
ば
、
村
上
の
「
製
作
意
欲

の
旺
盛
�
」
は
際
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
〈
密
宴
〉
は
、〈
公
宴
〉
と
は
異
な
り
、
天
皇
の
私
的
意
志
に
よ
っ
て
開
か
れ
る

の
だ
か
ら
、
こ
れ
程
の
御
製
の
多
さ
は
、〈
密
宴
〉
が
、
詩
文
作
成
、
そ
れ
も
天

皇
の
賦
詩
の
た
め
に
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
さ
し
く
、
好
文
の
天
皇
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
る
文
壇
と
い
え
る
。

　

な
お
、
村
上
は
、〈
公
宴
〉
に
お
い
て
も
御
製
を
作
っ
て
い
る
。
天
暦
四
年
十

月
八
日
残
菊
宴
（『
九
暦
』）、
同
七
年
十
月
五
日
残
菊
宴
（『
西
宮
記
』
恒
例
第

三
・
九
月
）、
天
徳
元
年
十
月
五
日
残
菊
宴
（『
九
暦
』）、
康
保
三
年
二
月
二
十
一

日
内
宴
（『
小
右
記
』
長
徳
三
年
九
月
九
日
条
）
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
村
上
は

〈
公
宴
〉〈
密
宴
〉
と
区
別
せ
ず
に
詩
作
を
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
村
上
の
詩
作

に
対
す
る
意
気
込
み
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
村
上
朝
の

（　

）
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〈
密
宴
〉
は
、
詩
文
作
成
に
重
き
を
置
い
た
文
芸
的
な
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
村
上
朝
に
は
、
所
謂
天
徳
闘
詩
も
行
わ
れ
て
い
る
。
参
加
者
が
具

体
的
に
分
か
る
数
少
な
い
〈
密
宴
〉
で
あ
る
が
、
詩
作
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

作
者　
　
　

左

文
時
〈
七
首
、
三
首
合
維
時
、
一
首
持
、
二
首
負
、
四
首
合
直
幹
、
三
首
勝
、

一
首
負
〉

順
〈
三
首
、
皆
合
直
幹
、
一
首
勝
、
一
首
持
、
一
首
負
〉

　
　
　
　
　

右

維
時
〈
三
首
、
皆
合
文
時
、
二
首
勝
、
一
首
持
〉
或
本
云
、
一
番
詩
持
云
々
、

然
者
持
二
首

直
幹
〈
七
首
、
四
首
合
文
時
、
一
首
勝
、
三
首
負
、
三
首
合
順
、
一
首
持
、

一
首
勝
、
一
首
負
〉
或
本
云
、
蘭
詩
直
幹
勝
云
々
、
然
者
勝
三
首
也
。

 

（『
天
徳
三
年
八
月
十
六
日
闘
詩
行
事
略
記
』）

　

す
な
わ
ち
、
菅
原
文
時
、
源
順
、
大
江
維
時
、
橘
直
幹
の
四
人
が
そ
れ
で
あ
る
。

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
文
時
は
、
承
平
三
年
文
章
生
、
天
慶
五
年
対

策
、
源
順
は
、
天
暦
七
年
文
章
生
、
維
時
は
、
延
喜
十
七
年
秀
才
、
延
喜
二
十
二

年
対
策
、
直
幹
は
、
承
平
七
年
対
策
宣
旨
と
、
す
べ
て
大
学
寮
文
章
道
出
身
の
所

謂
専
門
の
詩
人
で
あ
�
。
従
っ
て
、
こ
の
詩
合
の
作
者
は
、
極
め
て
専
門
性
が
高

い
と
い
う
べ
き
な
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
詩
合
の
文
芸
性
・
専
門
性
も
高

い
と
い
い
難
い
の
は
、
同
時
期
の
歌
合
と
同
様
で
あ
る
。
歌
合
に
お
い
て
は
、
方

人
が
「
人
的
構
成
の
中
で
最
も
基
本
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
歌
合
の
場
に
お
い

て
勝
負
の
興
を
享
受
す
る
の
は
方
人
で
あ
っ
て
、
歌
人
は
、
和
歌
を
通
じ
て
間
接

（　

）
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に
歌
合
に
参
加
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
�
」
で
あ
っ
た
。
こ
と
は
詩
合
で
も
同
じ
で

あ
る
。『
行
事
略
記
』
に
「
左
右
方
人
詩
を
納
る
る
匣
を
取
り
て
昇
殿
、
膝
行
し

御
前
に
置
く
〈
左
右
衛
門
佐
忠
尹
、
右
侍
従
済
時
〉。
次
に
左
右
四
位
各
二
人
を

召
す
〈
左
大
将
伝
宣
〉、
左
、
民
部
大
輔
保
光
朝
臣
、
式
部
権
大
輔
国
光
朝
臣
、

右
、
右
兵
衛
督
延
光
朝
臣
、
左
中
弁
文
範
朝
臣
。
各
称
唯
し
て
起
ち
、
昇
殿
し
て

御
前
に
候
す
」
と
記
さ
れ
る
が
、
左
右
の
方
人
が
詩
を
献
上
し
、
召
さ
れ
る
四
位

も
左
右
の
方
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
人
は
、「
左
方
詩
人
念
人
、
玉
階
の
北
砌

に
列
坐
し
、
右
方
詩
人
念
人
、
玉
階
の
南
砌
に
列
坐
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
念
人

と
と
も
に
、
清
涼
殿
東
庭
の
南
北
の
玉
階
の
も
と
に
列
ぶ
。
詩
人
は
詩
を
献
上
す

れ
ば
役
割
は
終
わ
り
で
、
参
加
は
間
接
的
と
い
え
よ
う
。
萩
谷
朴
は
、
当
時
の
歌

合
を
「
文
芸
性
・
遊
宴
性
の
均
衡
せ
る
歌
合
」
と
評
し
た
�
、
こ
の
詩
合
に
も
該

当
し
よ
う
。

　

村
上
朝
の
〈
密
宴
〉
を
概
観
す
る
と
、
村
上
の
意
志
、
殊
に
詩
作
へ
の
並
々
な

ら
ぬ
意
志
か
ら
、
多
く
の
〈
密
宴
〉
が
開
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詩
合
の
如

く
多
分
に
遊
戯
性
を
含
む
例
も
あ
る
。
但
し
、
宇
多
と
比
較
す
れ
ば
、
好
文
に
よ

る
詩
会
を
多
く
開
催
し
た
と
は
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

３　
〈
公
宴
〉
の
停
止
と
〈
密
宴
〉

　

天
徳
四
年
九
月
に
内
裏
が
焼
亡
し
た
た
め
、
村
上
天
皇
は
十
一
月
四
日
に
冷
泉

院
に
遷
幸
す
る
。
翌
応
和
元
年
十
一
月
二
十
日
に
清
涼
殿
に
還
御
す
る
ま
で
、
ほ

ぼ
一
年
間
、
村
上
は
冷
泉
院
を
御
在
所
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
（
以
上
『
日

本
紀
略
』）、
こ
の
間
、
内
宴
・
残
菊
宴
は
開
か
れ
て
お
ら
ず
、〈
密
宴
〉
が
頻
繁

（　

）
22の

（　

）
23が

に
開
か
れ
て
い
る
。

応
和
元
年
三
月
三
日
。
御
釣
殿
。
泛
觴
流
水
。
令
侍
臣
飲
。
公
卿
・
侍
臣
献

詩
云
々
。

　

応
和
元
年
三
月
三
日
。
釣
殿
に
御
す
。
觴
を
泛
べ
水
に
流
す
。
侍
臣
を
し
て
飲
ま

し
む
。
公
卿
・
侍
臣
詩
を
献
ず
と
云
々
。

 

（『
北
山
抄
』
巻
三
・
拾
遺
雑
抄
上
・
花
宴
事
）

　
　

御
製
、
別
路
動
雲
衣
。
／
御
製
、
別
路
雲
衣
を
動
か
す
。

 

（『
日
本
紀
略
』
応
和
元
年
七
月
七
日
）

　
　

御
製
、
寒
葉
随
風
散
。
／
御
製
、
寒
葉
風
に
随
て
散
る
。

 

（
同
前
応
和
元
年
十
月
十
五
日
）

　
　

庚
申
。
御
製
、
松
経
霜
後
貞
。
／
庚
申
。
御
製
、
松
霜
を
経
て
後
貞
な
り
。

 

（
同
前
応
和
元
年
十
月
三
十
日
）

　
　

御
製
、
池
辺
初
雪
。
／
御
製
、
池
辺
の
初
雪
。（
同
前
応
和
元
年
十
一
月
九
日
）

　　

こ
の
応
和
元
年
は
、
村
上
朝
で
も
も
っ
と
も
多
く
の
〈
密
宴
〉
が
開
か
れ
た
年

で
あ
る
。
内
宴
・
残
菊
宴
と
い
う
〈
公
宴
〉
が
開
か
れ
な
い
の
は
、
冷
泉
院
と
い

う
場
、
あ
る
い
は
内
裏
焼
亡
に
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
冷
泉
院
（
冷
然
院
）

で
〈
公
宴
〉
を
開
い
た
先
例
が
あ
る
。
文
徳
天
皇
は
、
内
裏
修
造
の
た
め
在
位
中

平
安
宮
内
裏
を
御
在
所
と
し
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
�
、
冷
然
院
は
、
斉
衡
元

年
四
月
十
三
日
以
後
御
在
所
と
な
っ
て
お
り
、
文
徳
は
こ
こ
で
崩
御
す
る
。
斉
衡

元
年
四
月
以
後
の
文
徳
朝
の
〈
公
宴
〉
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

帝
御
新
成
殿
。
内
宴
。
命
楽
賦
詩
。
皆
如
常
儀
。

帝
新
成
殿
に
御
す
。
内
宴
。
楽
を
命
じ
詩
を
賦
せ
し
む
。
皆
常
儀
の
如
し
。
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（『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
二
年
正
月
二
十
一
日
）

　
　

重
陽
節
也
。　

帝
御
南
殿
、
賜
宴
侍
臣
。
命
楽
賦
詩
如
常
也
。

　

重
陽
節
也
。　

帝
南
殿
に
御
し
、
宴
を
侍
臣
に
賜
ふ
。
楽
を
命
じ
詩
を
賦
せ
し
む
る

こ
と
常
の
如
き
也
。 

（
同
前
斉
衡
二
年
九
月
九
日
）

　
　

内
宴
。
命
楽
賦
詩
如
常
。
／
内
宴
。
楽
を
命
じ
詩
を
賦
せ
し
む
る
こ
と
常
の
如
し
。

 

（
同
前
斉
衡
三
年
正
月
二
十
一
日
）

　
　

重
陽
宴
也
。　

天
皇
御
南
殿
、
命
楽
賦
詩
如
常
。

重
陽
宴
也
。　

天
皇
南
殿
に
御
し
、
楽
を
命
じ
詩
を
賦
せ
し
む
る
こ
と
常
の
如
し
。

 

（
同
前
斉
衡
三
年
九
月
九
日
）

　
　

内
宴
。
命
楽
賦
詩
。
自
如
旧
儀
。

内
宴
。
楽
を
命
じ
詩
を
賦
せ
し
む
。
自
ら
旧
儀
の
如
し
。

 

（
同
前
天
安
元
年
正
月
二
十
一
日
）

　
　

新
成
殿
内
宴
。
如
常
。
／
新
成
殿
内
宴
。
常
の
如
し
。

 

（
同
前
天
安
二
年
正
月
二
十
二
日
）

　　
「
新
成
殿
」「
南
殿
」
は
冷
然
院
の
殿
舎
で
あ
る
。
冷
然
院
を
御
在
所
と
し
て
も
、

〈
公
宴
〉
は
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
徳
朝
の
重
陽
宴
で
の
作
と
推
測
さ

れ
る
詩
が
『
田
氏
家
集
』
に
残
る
が
、「
九
日
侍
宴
冷
然
院
各
賦
山
人
採
薬
十
韻

応
制
〈
毎
句
用
薬
名
〉」（
巻
上
・　

）
と
、「
冷
然
院
」
と
明
記
さ
れ
る
。
こ
れ

19

ら
の
先
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
応
和
元
年
に
内
宴
・
花
宴
が
開
か
れ
な
い
の
は
、
冷

泉
院
と
い
う
場
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
内
裏
焼
亡
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　

内
裏
焼
亡
と
い
う
理
由
で
〈
公
宴
〉
が
停
止
さ
れ
た
の
に
拘
わ
ら
ず
、〈
密
宴
〉

は
開
か
れ
て
い
る
。〈
密
宴
〉
は
公
事
と
認
識
さ
れ
な
い
、
天
皇
の
私
事
だ
か
ら

で
あ
ろ
う
。
や
は
り
〈
公
宴
〉
と
〈
密
宴
〉
に
は
格
段
の
差
が
あ
る
。

　

村
上
朝
の
〈
密
宴
〉
を
見
て
い
く
と
、
例
え
ば
、
応
和
三
年
は
〈
公
宴
〉
が
開

か
れ
て
い
な
い
が
、〈
密
宴
〉
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
康
保
二
年
も

同
様
で
あ
る
。
先
に
〈
公
宴
〉
の
停
止
理
由
を
考
証
し
た
が
、〈
公
宴
〉
の
停
止

に
は
、
天
変
・
崩
御
な
ど
の
明
確
な
理
由
が
あ
っ
た
。
応
和
三
年
、
康
保
二
年
に

は
資
料
の
制
約
も
あ
っ
て
理
由
は
明
確
に
で
き
な
い
が
、
他
の
〈
公
宴
〉
同
様
や

む
を
得
な
い
事
情
が
存
し
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、〈
密
宴
〉

は
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
状
況
は
既
に
朱
雀
朝
で
も
見
え
て
い
る
。

公
事
で
あ
る
〈
公
宴
〉
な
ら
停
止
さ
れ
て
も
、
私
事
で
あ
る
〈
密
宴
〉
は
開
か
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。〈
公
宴
〉
は
天
変
な
ど
の
要
因
で
停
止
さ
れ
る
が
、

〈
密
宴
〉
は
そ
の
点
拘
束
さ
れ
る
度
合
が
小
さ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
内
裏
焼
亡
の
翌
応
和
元
年
に
、
花
宴

が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
�
。
何
故
内
宴
・
残
菊
宴
が
停
止
さ
れ
て
い

る
の
に
、
同
じ
〈
公
宴
〉
で
あ
る
花
宴
は
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
憶
測

に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
花
宴
が
〈
密
宴
〉
と
限
り
な
く
近
い
性
格
を
持
つ
こ

と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

４　

花
宴
と
〈
密
宴
〉

　

応
和
元
年
の
花
宴
の
記
録
は
、
や
や
詳
し
く
残
さ
れ
て
い
る
。

五
日
戊
戌
。
天
皇
御
釣
台
、
召
文
人
。
有
桜
花
宴
。
花
光
水
上
浮
。
召
擬
文

章
生
於
池
中
嶋
奉
試
。
題
、
流
鶯
遠
和
琴
〈
勅
題
也
〉。
又
有
笙
歌
之
興
。
文
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時
献
序
。
□
□
為
講
師
。
文
人
四
位
五
人
、
五
位
十
四
人
、
諸
司
六
位
四
人
、

文
章
得
業
生
二
人
、
文
章
生
三
人
、
擬
文
章
生
廿
人
、
学
生
二
人
。
准
延
喜

十
六
年
九
月
廿
八
日
行
幸
朱
雀
院
之
例
也
。

　

五
日
戊
戌
。
天
皇
釣
台
に
御
し
、
文
人
を
召
す
。
桜
花
宴
有
り
。
花
光
水
上
に
浮

か
ぶ
。
擬
文
章
生
を
池
中
の
嶋
に
召
し
試
を
奉
ぜ
し
む
。
題
、
流
鶯
遠
く
琴
に
和

す
〈
勅
題
也
〉。
又
笙
歌
の
興
有
り
。
文
時
序
を
献
ず
。
□
□
講
師
と
為
す
。
文
人

四
位
五
人
、
五
位
十
四
人
、
諸
司
六
位
四
人
、
文
章
得
業
生
二
人
、
文
章
生
三
人
、

擬
文
章
生
廿
人
、
学
生
二
人
。
延
喜
十
六
年
九
月
廿
八
日
朱
雀
院
に
行
幸
せ
し
例

に
准
ふ
也
。 

（『
日
本
紀
略
』
応
和
元
年
三
月
）

　

五
日
戊
戌
。
於
冷
泉
院
釣
殿
有
花
宴
。
所
召
文
人
、
文
章
得
業
生
二
人
、
文

章
生
四
人
、
擬
文
章
生
二
十
人
、
学
生
藤
原
公
方
、
同
行
葛
、
旧
文
章
生
民

部
大
輔
保
光
朝
臣
、
因
幡
守
雅
規
、
右
衛
門
権
佐
偕
行
、
大
内
記
令
茂
、
少

外
記
笠
朝
望
、
少
内
記
菅
原
篤
茂
、
勘
解
由
判
官
源
順
等
也
。
式
部
大
輔
直

幹
朝
臣
等
相
率
文
人
参
入
。
各
着
座
。
召
直
幹
為
講
師
。
然
直
幹
遅
参
。
仍

令
文
時
講
詩
。

　

五
日
戊
戌
。
冷
泉
院
釣
殿
に
於
て
花
宴
有
り
。
召
す
所
の
文
人
、
文
章
得
業
生
二

人
、
文
章
生
四
人
、
擬
文
章
生
二
十
人
、
学
生
藤
原
公
方
、
同
行
葛
、
旧
文
章
生

民
部
大
輔
保
光
朝
臣
、
因
幡
守
雅
規
、
右
衛
門
権
佐
偕
行
、
大
内
記
令
茂
、
少
外

記
笠
朝
望
、
少
内
記
菅
原
篤
茂
、
勘
解
由
判
官
源
順
等
也
。
式
部
大
輔
直
幹
朝
臣

等
文
人
を
相
率
ゐ
て
参
入
。
各
着
座
。
直
幹
を
召
し
て
講
師
と
為
す
。
然
る
に
直

幹
遅
参
。
仍
り
て
文
時
を
し
て
詩
を
講
ぜ
し
む
。

 

（『
扶
桑
略
記
』
応
和
元
年
三
月
）

　　

こ
の
花
宴
が
〈
公
宴
〉
で
あ
る
か
否
か
が
第
一
の
問
題
だ
が
、
菅
原
文
時
の
詩

序
が
残
り
、
そ
の
題
が
「
暮
春
侍
宴
冷
泉
院
池
亭
同
賦
花
光
水
上
浮
応
製
」（『
本

朝
文
粋
』
巻
十
・　

）
と
書
か
れ
、「
侍
宴
」
の
語
が
あ
る
の
で
、〈
公
宴
〉
で
あ

300

る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。「
侍
宴
」
と
は
、〈
公
宴
〉
の
題
に
の
み
用
い

ら
れ
る
特
殊
な
語
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
応
和
元
年
花
宴
は
、
通
常
の
花
宴
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

擬
文
章
生
試
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
最
大
の
相
違
で
あ
る
。〈
公
宴
〉
で

あ
る
花
宴
で
は
、
も
ち
ろ
ん
奉
試
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
も
、『
日
本

紀
略
』
末
尾
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
詩
宴
と
擬
文
章
生
試
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
の

行
事
は
、「
延
喜
十
六
年
九
月
廿
八
日
朱
雀
院
に
行
幸
せ
し
例
」
で
あ
っ
た
の
で

あ
�
。

　

つ
ま
り
こ
の
詩
宴
は
、
詩
題
書
式
等
か
ら
は
〈
公
宴
〉
の
花
宴
と
見
な
し
得
る

も
の
の
、
実
態
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、〈
密
宴
〉
と
い
っ
て
よ
い
詩

宴
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
応
和
二
年
花
宴
が
、
前
半
が
花
宴
と
し
て
開
か
れ
、
後
半
が
擬
文
章

生
試
と
区
別
し
て
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
前
半
の
み
を
花
宴
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
実
際
、
文
時
の
詩
序
は
、
擬
文
章
生
試
に
は
触
れ

て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
花
宴
の
詩
序
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

冷
泉
院
者
、
万
葉
之
仙
宮
、
百
花
之
一
洞
也
。
景
趣
幽
奇
、
煙
霞
勝
絶
。
聖

上
暫
出
紫
闥
、
近
幸
綺
閣
以
来
、
供
奉
無
暇
者
、
瑞
露
薫
風
、
扈
従
猶
留
者
、

詩
情
歌
思
。
及
至
春
輝
漸
闌
、
物
色
可
愛
、
人
間
之
芳
菲
欲
尽
、
象
外
之
風

煙
猶
濃
。
爰
宴
于
林
下
之
池
台
、
誠
有
以
矣
。
観
其
花
綻
在
岸
、
水
清
盈
科
。

花
垂
映
而
水
下
照
、
水
浮
光
而
花
上
鮮
。
瑩
日
瑩
風
、
高
低
千
顆
万
顆
之
玉
、

染
枝
染
浪
、
表
裏
一
入
再
入
之
紅
。
誰
謂
水
無
心
、
濃
艶
臨
兮
波
変
色
。
誰
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謂
花
不
語
、
軽
漾
激
兮
影
動
脣
。
嗟
乎
、
花
之
遇
時
、
水
之
得
地
者
歟
。
夫

布
政
之
庭
、
風
流
未
必
敵
�
�
、
兼
之
者
此
地
也
。
好
文
之
代
、
徳
化
未
必

光
于
黄
炎
、
兼
之
者
我
君
也
。
故
筆
硯
承
恩
、
糸
竹
含
賞
。
即
将
閲
詩
律
以

為
択
賢
之
道
、
播
楽
章
以
為
易
俗
之
音
也
。
明
聖
之
事
、
猗
乎
盛
哉
。
于
時

宴
入
夜
景
、
酔
蕩
春
風
。
詠
歌
於
�
樹
之
陰
、
踏
舞
於
沙
涯
之
畔
。
臣
文
時

籍
非
煙
客
、
名
謝
風
人
。
謬
以
詩
家
之
末
塵
、
叨
霑
楽
池
之
余
沢
。
記
言
者

昔
勤
也
。
叙
事
者
新
責
也
。
敢
対
華
塘
、
聊
献
実
録
云
爾
。
謹
序
。

　

冷
泉
院
は
、
万
葉
の
仙
宮
、
百
花
の
一
洞
也
。
景
趣
幽
奇
に
し
て
、
煙
霞

勝
絶
な
り
。
聖
上
暫
く
紫
闥
を
出
で
、
近
く
綺
閣
に
幸
し
て
以
来
、
供
奉

暇
無
き
者
、
瑞
露
薫
風
、
扈
従
猶
ほ
留
ま
る
者
、
詩
情
歌
思
。
春
の
輝
漸

く
闌
け
、
物
色
愛
す
べ
き
に
至
る
に
及
び
、
人
間
の
芳
菲
尽
き
ん
と
し
、
象

外
の
風
煙
猶
ほ
濃
や
か
な
り
。
爰
に
林
下
の
池
台
に
宴
す
る
、
誠
に 
以 
有

ゆ
ゑ

る
か
な
。
観
れ
ば
其
れ
花
綻
び
て
岸
に
在
り
、
水
清
く
し
て
科
に
盈
て
り
。

花
は
映
を
垂
れ
て
水
下
に
照
り
、
水
は
光
を
浮
べ
て
花
上
鮮
な
り
。
日
に

瑩
き
風
に
瑩
く
、
高
低
千
顆
万
顆
の
玉
、
枝
を
染
め
浪
を
染
む
、
表
裏
一

入
再
入
の
紅
。
誰
か
水
に
心
無
し
と
謂
ふ
、
濃
艶
臨
み
て
波
色
を
変
ず
。

誰
か
花
語
ら
ず
と
謂
ふ
、
軽
漾
激
し
て
影
脣
を
動
か
す
。
嗟
乎
、
花
の
時

に
遇
ふ
、
水
の
地
を
得
た
る
者
歟
。
夫
れ
政
を
布
く
庭
、
風
流
未
だ
必
ず

し
も
�
�
に
敵
せ
ず
、
こ
れ
を
兼
ね
た
る
者
は
此
の
地
也
。
好
文
の
代
、

徳
化
未
だ
必
ず
し
も
黄
炎
よ
り
光
ら
ず
、
こ
れ
を
兼
ね
た
る
者
は
我
が
君

也
。
故
に
筆
硯
恩
を
承
け
、
糸
竹
賞
を
含
む
。
即
ち
将
に
詩
律
を
閲
し
て

以
て
賢
を
択
ぶ
道
と
為
し
、
楽
章
を
播
き
て
以
て
俗
を
易
ふ
る
音
と
為
さ

ん
と
す
る
也
。
明
聖
の
事
、
猗
乎
盛
ん
な
る
哉
。
時
に
宴
夜
景
に
入
り
、

酔
春
風
に
蕩
す
。
�
樹
の
陰
に
詠
歌
し
、
沙
涯
の
畔
に
踏
舞
す
。
臣
文
時

籍
煙
客
に
非
ず
、
名
風
人
に
謝
す
。
謬
り
て
詩
家
の
末
塵
を
以
て
、
叨
り

に
楽
池
の
余
沢
に
霑
ふ
。
言
を
記
す
は
昔
の
勤
也
。
事
を
叙
す
る
新
な
る

責
也
。
敢
て
華
塘
に
対
し
て
、
聊
か
実
録
を
献
ず
と
云
ふ
こ
と
爾
り
。
謹

み
て
序
す
。

　　

冒
頭
は
、
冷
泉
院
が
代
々
の
仙
宮
で
あ
る
こ
と
、
風
景
が
「
幽
奇
」「
勝
絶
」

で
あ
る
こ
と
、
天
皇
が
暫
く
行
幸
し
て
い
る
旨
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
は

「
人
間
の
芳
菲
」
が
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、「
象
外
」（
＝
冷
泉
院
）
の

「
風
煙
」
が
ま
だ
濃
や
か
な
の
で
、
宴
を
開
く
の
だ
と
、
花
宴
開
催
の
状
況
を
述

べ
る
。
以
下
、
詩
題
の
「
花
光
水
上
浮
」
に
即
し
つ
つ
そ
の
場
を
美
し
く
描
き
、

そ
の
中
で
「
筆
硯
恩
を
承
け
、
糸
竹
賞
を
含
む
。
即
ち
将
に
詩
律
を
閲
し
て
以
て

賢
を
択
ぶ
道
と
為
し
、
楽
章
を
播
き
て
以
て
俗
を
易
ふ
る
音
と
為
さ
ん
と
す
」
と
、

君
恩
に
よ
っ
て
詩
を
作
り
、
天
子
に
賞
さ
れ
る
音
楽
を
演
奏
し
、「
詩
律
」
に
よ
っ

て
賢
才
を
選
び
、
音
楽
に
よ
っ
て
風
俗
を
よ
き
方
向
に
変
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
明
聖
の
事
」、
す
な
わ
ち
天
子
の
仕
事
で
あ
る
と
い
い
、

末
尾
で
は
、
夜
に
入
っ
て
春
風
で
酔
い
が
催
さ
れ
、「
�
樹
の
陰
」
で
歌
い
、「
沙

涯
の
畔
」
で
舞
う
様
子
が
描
か
れ
、
文
時
が
序
を
記
す
旨
が
書
か
れ
る
。
掻
い
摘

ん
で
見
れ
ば
以
上
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
擬
文
章
生
試
に
触
れ
た

部
分
は
な
い
。

　

文
時
が
記
す
よ
う
に
、
こ
の
花
宴
に
擬
文
章
生
試
が
入
り
込
ま
な
い
の
で
あ
れ

ば
、〈
公
宴
〉
の
花
宴
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
事
実
は
文
時
の

叙
述
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
花
宴
の
儀
式
次
第
は
、『
日
本
紀
略
』
や
『
扶
桑
略
記
』
だ
け
で
は
明
ら

か
に
で
き
な
い
部
分
が
多
い
が
、『
新
儀
式
』（
巻
四
・
臨
時
上
）
に
「
行
幸
朱
雀

院
召
文
人
并
試
擬
文
章
生
事
」
と
い
う
、
延
喜
十
六
年
の
朱
雀
院
行
幸
に
基
づ
い
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て
整
備
さ
れ
た
と
思
し
い
儀
式
次
第
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
花
宴
と
擬
文
章
生
試
は
分
か
れ
て
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。

　

例
え
ば
、「
文
人
を
召
す
。
文
人
・
擬
文
章
生
等
着
座
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文

人
と
擬
文
章
生
は
同
時
に
着
座
し
て
い
る
し
、「
晩
景
、
文
人
等
進
み
て
以
て
詩

を
献
ず
〈
割
注
略
〉、
擬
文
章
生
詩
を
献
ず
」
と
献
詩
も
同
時
で
あ
る
。
こ
れ
ら

献
上
さ
れ
た
詩
は
、
御
前
に
運
ば
れ
披
講
さ
れ
る
が
、「
儒
士
の
其
の
事
に
堪
ふ

る
者
を
し
て
、
御
前
に
於
て
こ
れ
を
講
ぜ
し
む
〈
延
喜
十
六
年
、
只
序
并
び
に
王

卿
及
び
擬
文
章
生
の
詩
を
講
じ
、
文
人
等
の
詩
を
読
ま
ず
〉」
と
あ
り
、
割
注
の

延
喜
十
六
年
の
例
を
見
れ
ば
、
序
と
王
卿
の
詩
及
び
擬
文
章
生
の
詩
が
披
講
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
応
和
元
年
の
花
宴
は
、
こ
の
延
喜
十
六
年
の
例
に
準
じ
た
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
同
様
の
次
第
で
あ
っ
た
と
思
量
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
花
宴
で
は
、
文
時
の
序
で
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
花
宴
ら
し
き

詩
宴
と
擬
文
章
生
試
が
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
時
の
詩
序
は
擬
文

章
生
試
を
省
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
時
の
意
識
と
し
て
は
、
擬
文
章
生
試
を
除

外
し
な
い
と
花
宴
と
は
い
え
な
い
と
い
う
判
断
が
働
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
実
際
の
場
は
、
擬
文
章
生
試
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
詩
宴
を
〈
公
宴
〉
の
花
宴
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。

　

前
年
の
内
裏
焼
亡
に
よ
っ
て
、
緊
急
避
難
的
に
こ
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
と

い
う
解
釈
も
で
き
よ
う
�
、
擬
文
章
生
試
を
加
え
る
必
然
性
は
な
い
。
ま
た
、〈
公

宴
〉
の
内
宴
・
残
菊
宴
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
鑑
み
て
も
、
こ
の
花
宴
は
極

め
て
〈
密
宴
〉
的
性
格
が
濃
い
。
詩
題
に
は
「
侍
宴
」
と
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、

〈
密
宴
〉
と
い
う
べ
き
詩
宴
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（　

）
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内
裏
焼
亡
に
お
け
る
冷
泉
院
滞
在
中
に
行
わ
れ
た
花
宴
は
、〈
密
宴
〉
と
呼
ぶ

べ
き
詩
宴
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
花
宴
を
こ
の
よ
う
な
状
況
で
開
く
こ
と
が
で
き

た
の
も
、
花
宴
自
体
が
、
内
宴
・
残
菊
宴
と
異
な
り
、〈
公
宴
〉
で
あ
り
つ
つ
〈
密

宴
〉
の
側
面
を
も
持
つ
詩
宴
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
内

宴
が
〈
密
宴
〉
的
性
格
を
持
ち
つ
つ
も
、〈
公
宴
〉
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

た
の
と
は
ま
っ
た
く
事
情
が
異
な
る
。
花
宴
は
、〈
公
宴
〉
を
標
榜
し
つ
つ
も
、

〈
密
宴
〉
と
い
う
べ
き
詩
宴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
平
安
初
期
か
ら

公
事
と
し
て
開
か
れ
て
き
た
内
宴
と
、
村
上
朝
に
お
い
て
公
事
化
さ
れ
た
花
宴
の

差
異
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
花
宴
は
、
村
上
朝
に
お
け
る
〈
公
宴
〉
の
性

格
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

五
、
村
上
朝
の
文
壇
を
め
ぐ
っ
て

　

村
上
天
皇
は
、
即
位
し
た
当
初
は
〈
公
宴
〉
の
み
を
開
い
て
い
た
。
天
皇
の
文

壇
と
し
て
は
通
常
の
形
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
天
徳
年
間
に
入
る
と
、〈
密
宴
〉
を
開
き
始
め
る
。
村
上
は
内
裏
焼

亡
に
よ
っ
て
冷
泉
院
に
遷
り
、〈
公
宴
〉
が
開
か
れ
な
い
の
を
補
う
か
の
よ
う
に
、

〈
密
宴
〉
を
頻
り
に
開
催
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
侍
臣
を
中
心
と
し
た
〈
密
宴
〉

で
あ
り
、〈
公
宴
〉
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
状
況
は
、
内
裏
が
新
造

さ
れ
還
御
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
変
わ
ら
な
い
。
私
的
詩
的
興
趣
に
よ
る
〈
密
宴
〉

開
催
が
増
加
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
前
は
〈
密
宴
〉
を
開
か
な
か
っ
た
村
上
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
醍
醐
朝
の
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文
壇
を
継
承
す
る
姿
勢
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
天
皇
が
開
く
詩
宴
は
原
則
と
し
て

〈
公
宴
〉 ＝
公
事
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
詩
宴
で
あ
っ
て
も
私
的
詩
宴
＝ 〈
密
宴
〉

は
開
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
醍
醐
は
、
正
月
小
朝
拝
を
停
止
す
る
に
つ

い
て
、「
仰
せ
て
曰
く
、
昔
の
史
書
を
覧
る
に
、
王
者
私
無
し
。
此
の
事
是
れ
私

礼
也
と
云
々
」（『
西
宮
記
』
恒
例
一
・
正
月
・
小
朝
拝
）
と
、「
私
礼
」
と
位
置

付
け
て
、「
王
者
私
無
し
」
と
い
う
理
由
付
け
を
す
る
。「
王
者
私
無
し
」
と
い
う

考
え
方
が
、〈
公
宴
〉
に
収
斂
す
る
文
壇
の
背
景
に
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
村
上
は
受
け
継
い
だ
。
村
上
は
東
宮
時
代
に
『
日
観
集
』
を
編

纂
さ
せ
る
な
ど
、
好
文
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
即
位
当
初
は
〈
公
宴
〉
を
中
心

に
し
て
お
り
、〈
密
宴
〉
は
開
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
天
徳
三
年
辺
り
か
ら

〈
密
宴
〉
に
興
味
が
向
き
、
内
裏
焼
亡
を
き
っ
か
け
と
し
た
の
か
一
気
に
〈
密
宴
〉

開
催
に
傾
い
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
徳
三
年
前
後
、
村
上
に
ど
の
よ
う
な
心

境
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
は
量
り
か
ね
る
が
、〈
密
宴
〉
の
増
加
は
、
結
果
と
し

て
〈
公
宴
〉
の
意
義
の
相
対
的
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
確
か
に
〈
公
宴
〉
も
開
か
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
機
能
は
期
待
さ
れ
て
い

た
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
村
上
朝
に
〈
公
宴
〉
と
さ
れ
た
花
宴
は
〈
密
宴
〉

と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
既
に
〈
公
宴
〉
も
、
公
事
と
し
て
で
は
な
く
、

多
分
に
詩
文
作
成
に
重
き
を
置
く
詩
会
と
位
置
付
け
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
前
掲
残
菊
宴
の
再
興
の
詔
は
、
重
陽
宴
の
停
止
に
つ
い
て
「
詞
人
才
士
、

漸
く
吟
詠
の
声
を
呑
み
、
詩
境
文
場
、
已
に
寂
寞
の
地
と
為
る
」
と
表
現
し
て
い

た
。「
詞
人
才
子
」
の
「
詩
境
文
場
」
と
し
て
重
陽
宴
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
、
村
上
が
、〈
公
宴
〉
ま
で
を
も
文
芸
性
に
重
点
を
置
い
て
把
握

し
て
い
た
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
、
と
い
え
ば
、
深
読
み
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

村
上
朝
に
公
事
化
さ
れ
た
花
宴
は
、
極
め
て
〈
密
宴
〉
に
近
い
性
格
を
持
っ
て
い

た
。
や
は
り
、
公
事
と
し
て
の
〈
公
宴
〉
す
ら
も
、〈
密
宴
〉
的
文
芸
性
が
強
ま
っ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
重
陽
宴
を
「
詩
境
文
場
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と

根
を
同
じ
く
す
る
姿
勢
だ
と
思
う
。
そ
の
姿
勢
が
強
く
な
れ
ば
、〈
密
宴
〉
は
頻

繁
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
村
上
朝
後
半
の
〈
密
宴
〉
の
増
大
は
、
天
皇
の

文
壇
が
、〈
公
宴
〉
か
ら
〈
密
宴
〉
へ
中
心
を
移
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、〈
公
宴
〉
そ
の
も
の
も
、〈
密
宴
〉
的
詩
会
と
把

握
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
だ
〈
公
宴
〉
と
〈
密
宴
〉

が
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
諒
闇
な
ど
の
理
由
で
〈
公
宴
〉
は
停

止
さ
れ
た
が
、〈
密
宴
〉
は
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
差
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ

る
。
両
者
は
い
ま
だ
公
事
と
私
事
と
に
分
か
た
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、

そ
の
区
別
は
徐
々
に
薄
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

村
上
朝
の
文
壇
は
、〈
公
宴
〉
の
再
興
と
〈
密
宴
〉
の
増
大
と
い
う
性
格
を
合

わ
せ
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
半
の
〈
密
宴
〉
増
大
、
花
宴
の
〈
密
宴
〉
的
性

格
は
、〈
公
宴
〉
の
意
義
の
低
下
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、〈
公
宴
〉
と
〈
密

宴
〉
が
重
な
っ
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。
事
実
、
そ
れ
以
後
〈
公
宴
〉
の
開
催
は

減
少
し
て
い
き
、
一
条
朝
に
お
い
て
は
、〈
公
宴
〉
と
〈
密
宴
〉
の
区
別
も
希
薄

に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
�
。
村
上
朝
は
そ
の
意
味
で
も
、
平
安
朝
の
文
壇
史
に
お

（　

）
28る
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け
る
一
画
期
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、
資
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
憶
測
を
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
見

落
と
し
た
資
料
、
失
考
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ご
教
示
ご
叱
正
を
お
願
い
し
た

い
。

　

注
（
１
）
古
瀬
奈
津
子
「
平
安
時
代
の
「
儀
式
」
と
天
皇
」（『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
吉
川

弘
文
館
・
平
成
十
年
、
昭
和
六
十
一
年
初
出
）。

（
２
）
拙
稿
「
宇
多
朝
の
文
壇
」（
奈
良
大
学
紀
要　

・
平
成
十
四
年
三
月
）、「
天
皇
と
文

30

壇
―
平
安
前
期
の
公
的
文
学
に
関
す
る
諸
問
題
―
」（
伊
井
春
樹
先
生
御
退
官
記
念

論
集
刊
行
会
編
『
日
本
古
典
文
学
史
の
課
題
と
方
法
』
和
泉
書
院
・
平
成
十
六
年
）。

（
３
）
拙
稿
「
宇
多
朝
の
文
壇
」（
前
掲
）。

（
４
）「
停
九
日
宴
十
月
行
詔
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
・　

）
46

（
５
）
但
し
、
内
宴
の
記
録
が
な
い
の
と
逆
に
〈
密
宴
〉
の
開
催
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同

じ
よ
う
な
状
況
が
村
上
朝
に
も
見
え
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
６
）
大
曾
根
章
介
「
漢
文
学
の
世
界
」（『
日
本
漢
文
学
論
集　

第
一
巻
』
汲
古
書
院
・
平

成
十
年
、
昭
和
四
十
三
年
初
出
）。

（
７
）
天
徳
三
年
花
宴
に
は
「
？
」
を
付
し
た
が
、
開
催
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
。『
拾
遺

和
歌
集
』（
賀
・　

）
に
「
天
徳
三
年
、
内
裏
に
花
宴
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に
」
と

286

し
て
藤
原
師
輔
の
歌
が
載
り
、『
拾
遺
抄
』（
賀
・　

）
に
は
、「
康
保
三
年
三
月
に

189

内
裏
に
て
花
宴
あ
り
け
る
に
」
と
し
て
同
じ
師
輔
の
歌
が
載
る
。
い
ず
れ
か
の
開
催

だ
と
考
え
得
る
が
、
康
保
三
年
に
つ
い
て
は
、『
北
山
抄
』（
巻
三
・
拾
遺
雑
抄
・
花

宴
事
）
に
記
録
が
残
る
。
和
歌
も
康
保
三
年
に
詠
ま
れ
た
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
今

は
、
天
徳
三
年
に
も
掲
げ
て
お
く
。

（
８
）『
日
本
紀
略
』
同
年
閏
三
月
十
一
日
条
に
「
於
二

釣
殿
一

有
二

藤
花
宴
一

、
船
楽
」、『
扶

桑
略
記
』
同
日
条
に
「
於
二

釣
殿
一

有
二

藤
花
宴
一

、
竜
頭
鷁
首
舟
各
一
艘
、
有
二

童
舞

等
一。
関
白
左
大
臣
実
頼
朝
臣
弾
レ

箏
、
大
納
言
源
朝
臣
高
明
弾
二

琵
琶
一

、
雅
信
朝
臣

吹
レ

笙
、
朝
忠
朝
臣
吹
レ

笛
、
以
二

御
衣
一

各
賜
二

公
卿
一

畢
」
と
藤
花
宴
の
記
録
あ
る
が
、

献
詩
記
事
等
が
な
い
こ
と
か
ら
、
詩
会
で
は
な
い
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
康
保
二
年
三
月
五
日
に
花
宴
が
あ
る
が
（『
袋
草
紙
』
巻
一
・
探
題
和
歌
な
ど
）、
記

事
を
見
る
限
り
和
歌
会
で
あ
る
。

（　

）
な
お
、
付
言
す
る
。
三
月
三
日
、
七
月
七
日
詩
宴
は
当
初
は
節
日
で
〈
公
宴
〉
だ
が
、

10

三
月
三
日
詩
宴
は
、
平
城
朝
に
廃
絶
さ
れ
て
以
来
〈
密
宴
〉
と
し
て
開
催
さ
れ
る
。

拙
稿
「
曲
水
宴
考
証
」（
詞
林　

・
平
成
十
八
年
四
月
）
に
詳
述
予
定
。
七
月
七
日

３９

詩
宴
も
同
様
で
あ
る
。
拙
稿
「
宇
多
朝
の
文
壇
」（
前
掲
）
参
照
。

（　

）
な
お
『
玉
燭
宝
典
』（
十
月
孟
冬
第
十
）
に
は
「
漢
世
、
十
月
五
日
、
以
二

豚
酒
一

入
二

11

霊
女
廟
一。
撃
レ

筑
奏
二

上
玄
之
曲
、
連
臂
踰
地
歌
一

、
赤
鳳
皇
来
。
蓋
巫
俗
也
。
案
二

楽

稽
曜
嘉
一

云
、
用
動
二

和
楽
於
北
郊
一、
為
二

�
�
之
気
・
玄
冥
之
音
一

、
歌
二

北
湊
・
大

閏
一、
致
二

幽
明
霊
一。
国
語
云
、
天
明
昌
作
、
百
嘉
備
レ

舎
、
群
神
頻
行
。
或
其
濫
觴
、

咸
此
節
也
。
鳳
称
二

大
鳥
一、
南
方
之
畜
。
撃
レ

轅
之
歌
、
有
レ

応
二

風
雅
一。
故
云
、
赤
鳳

皇
来
」
と
あ
る
が
、
残
菊
宴
と
の
関
係
を
今
審
か
に
し
得
な
い
。

（　

）
な
お
、
天
徳
二
年
十
月
二
十
一
日
の
残
菊
宴
は
、
開
催
日
が
規
定
の
五
日
と
は
異
な

12

る
こ
と
、
及
び
『
北
山
抄
』（
巻
三
・
拾
遺
雑
抄
上
・
花
宴
事
）
に
、「
清
涼
殿
東
又

庇
北
第
二
間
、
立
二

御
倚
子
・
置
物
御
机
等
一、
供
二

御
硯
一

〈
天
徳
二
年
十
月
、
額
北

間
、
康
保
四
年
、
第
三
間
云
々
〉。
…
…
時
刻
、
出
御
。
王
卿
依
レ

召
参
上
〈
後
参
者
、

奏
召
レ

之
〉。
次
仰
二

侍
臣
一

召
二

文
人
一

〈
入
レ

自
二

仙
華
門
一。
参
者
、
候
二

殿
上
蔵
人
所
・

御
書
所
一

成
業
者
等
預
レ

之
。
…
…
天
徳
二
年
・
康
保
四
年
、
自
滝
口
戸
参
入
、
…
…
〉、

…
…
天
徳
二
年
十
月
、
蔵
人
失
不
レ

立
二

置
物
御
机
一。
仍
不
レ

献
二

御
料
題
一

」
と
引
か

れ
る
よ
う
に
清
涼
殿
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、〈
公
宴
〉
と
し
て
の
紫
宸
殿
残
菊
宴

で
は
な
く
、〈
密
宴
〉
と
し
て
開
か
れ
た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

（　

）
内
宴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
内
宴
考
」（
詞
林　

・
平
成
七
年
十
月
）
参
照
。

13

18
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（　

）
底
本
「
三
月
」
に
作
る
も
校
訂
。
こ
の
点
も
含
め
、
渡
辺
直
彦
「「
蔵
人
式
」
管
見
」

14

（『
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究　

増
訂
版
』
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
五
十
三
年
、

昭
和
四
十
八
年
初
出
）
に
既
に
指
摘
が
あ
る
。

（　

）
拙
稿
「
花
宴
考
」（
前
掲
）。

15
（　

）
嵯
峨
朝
の
花
宴
節
が
観
桜
の
詩
宴
で
な
い
こ
と
は
、
後
藤
昭
雄
「
王
朝
の
漢
詩
」

16

（『
日
本
文
学
講
座　

９　

詩
歌
Ⅰ
（
古
典
編
）』
大
修
館
書
店
・
昭
和
六
十
三
年
）

に
既
に
指
摘
が
あ
る
。

（　

）
拙
稿
「
宇
多
朝
の
文
壇
」（
前
掲
）。

17
（　

）
古
瀬
奈
津
子
「
昇
殿
制
の
成
立
」（『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
吉
川
弘
文
館
・
平
成

18

十
年
、
昭
和
六
十
二
年
初
出
）。

（　

）
工
藤
重
矩
「
内
御
書
所
の
文
人
」（『
平
安
朝
律
令
社
会
の
文
学
』
ぺ
り
か
ん
社
・
平

19

成
五
年
、
昭
和
五
十
五
年
初
出
）。

（　

）
川
口
久
雄
「
天
暦
期
漢
文
学
と
そ
の
特
質
」（『
三
訂　

平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研

20

究　

中
』
明
治
書
院
・
昭
和
五
十
七
年
）。

（　

）
以
上
、
対
策
等
に
つ
い
て
は
、
古
藤
真
平
「　

世
紀
紀
伝
道
課
試
関
係
記
事
一
覧

21

１０

（
稿
）　

前
編
・
後
編
」（
古
代
學
研
究
所
研
究
紀
要
5
、
６
・
平
成
七
年
十
二
月
、

平
成
八
年
十
二
月
）
参
照
。

（　

）
萩
谷
朴
「
平
安
朝
歌
合
の
構
成
」（『
平
安
朝
歌
合
大
成　

十
』
同
朋
舎
・
昭
和
六
十

22

二
年
復
刊
）。

（　

）
萩
谷
「
平
安
朝
歌
合
の
分
類
」（
前
掲
著
）。

23
（　

）
文
徳
朝
の
内
裏
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
内
裏
修
造
に
関
し
て
も
明
確
な
資

24

料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鈴
木
亘
「
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
平
安
宮
内
裏
の
修

造
」（『
平
安
宮
内
裏
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
・
平
成
二
年
）
の
考
証
に
従
う
。

（　

）
な
お
、
天
暦
三
年
は
前
述
し
た
よ
う
に
前
年
の
諸
国
異
損
の
た
め
内
宴
は
停
止
さ
れ

25

た
と
思
し
い
が
、
花
宴
は
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

（　

）
な
お
、
詩
宴
に
奉
試
を
組
み
合
わ
せ
た
例
は
、
寛
平
八
年
二
月
二
十
三
日
に
「
天
皇

26

（
宇
多
）
幸
二

神
泉
苑
一。
召
二

文
人
一

賦
レ

詩
。
其
題
、
花
間
理
二

管
絃
一。
又
召
二

学

生
一

奉
レ

試
、
賦
二

同
題
一。
及
第
者
三
人
也
」（『
日
本
紀
略
』）
が
あ
る
。
神
泉
苑
の
行

幸
で
詩
会
が
あ
り
、
同
時
に
文
章
生
試
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。『
菅
家
文
草
』（
巻

六
・　

）
と
『
含
英
私
集
詩
序
抜
萃
』
に
、
そ
の
時
の
詩
と
詩
序
（
逸
文
）
が
残
る
。

434

（　

）
拙
稿
「
花
宴
考
」（
前
掲
）
で
は
そ
の
方
向
で
考
え
た
が
、
改
め
る
。

27
（　

）
拙
稿
「
天
皇
と
文
壇
―
平
安
前
期
の
公
的
文
学
に
関
す
る
諸
問
題
―
」（
前
掲
）。
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